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札幌市議会第二部決算特別委員会記録（第４号） 

令和７年（2025年）10月15日（水曜日） 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

●議題 付託案件の審査 

●出席委員 33名 

    委 員 長  中  川  賢  一       副 委 員 長  あお い  ひろ み 

    委   員  三  上  洋  右       委   員  五十 嵐  徳  美 

    委   員  佐々 木  みつ こ       委   員  飯  島  弘  之 

    委   員  北  村  光一 郎       委   員  小  竹  とも こ 

    委   員  よこやま  峰  子       委   員  村  山  拓  司 

    委   員  三  神  英  彦       委   員  山  田  洋  聡 

    委   員  和  田  勝  也       委   員  福  士    勝 

    委   員  しの だ  江里 子       委   員  林    清  治 

    委   員  たけのうち  有  美       委   員  水  上  美  華 

    委   員  篠  原  すみ れ       委   員  定  森    光 

    委   員  國  安  政  典       委   員  好  井  七  海 

  欠 委   員  小  口  智  久       委   員  熊  谷  誠  一 

    委   員  竹  内  孝  代       委   員  池  田  由  美 

    委   員  田  中  啓  介       委   員  吉  岡  弘  子 

    委   員  佐  藤    綾       委   員  荒  井  勇  雄 

    委   員  脇  元  繁  之       委   員  米  倉  みな 子 

    委   員  波  田  大  専 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

      開 会 午前10時 

    ────────────── 

●中川賢一委員長  ただいまから、第二部決算

特別委員会を開会いたします。 

 報告事項でありますが、小口委員からは欠席す

る旨、三上洋右委員からは遅参する旨、川田委員

からはよこやま委員と、わたなべ委員からは熊谷

委員と交代する旨、それぞれ届出がありました。 

 それでは、議事に入ります。 

 最初に、第３款 保健福祉費 第３項 老人福

祉費、第10款 諸支出金、第２項 他会計繰出金

のうち、関係分及び介護保険会計決算について、

一括して質疑を行います。 

●よこやま峰子委員  私からは、老人クラブに

おける札幌市の新たな取組について質問させてい

ただきます。 

 札幌市は、2021年を境に人口減少局面を迎え、

少子高齢化による人口構造の変化が着実に進行し

ております。本年７月時点の高齢化率、いわゆる

総人口に占める65歳以上の方の割合は約29％に達

し、さらに老人クラブの対象である60歳以上の方

に目を向けますと、その数はおよそ70万人、総人

口の約30％を占めており、実に市民の３人に１人

の人に該当する状況でございます。この人口構造

の変化は今後さらに加速し、2050年に高齢化率が

40％に達すると推計されており、加えて単身高齢

者や高齢者のみの世帯が増え続けることで、地域

における孤独・孤立の問題が一層深刻化すること

も懸念されております。 

 こうした未来を見据え、我が会派では、高齢者

の交流や支え合いの場となる老人クラブの社会的

意義が高まっていることを、何度か議会で取り上
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げてまいりました。私自身も地域で活動する中

で、老人クラブが高齢者の皆様にとって、趣味や

レクリエーションといった交流に加え、健康寿命

の延伸、社会的孤立の防止、そして豊富な知識と

経験を地域社会に還元する社会貢献活動の拠点と

しての役割を果たしていることを強く実感してい

るところでございます。 

 しかし、老人クラブは、令和６年から７年にか

けて、クラブ数が317クラブから310クラブ、会員

数も１万5,806人から１万5,101人に減少するとと

もに、会員の高齢化といった深刻な課題にも直面

しており、既存クラブへの支援強化に加え、地域

で多様な形で活動する高齢者団体を支援していく

必要性も重ねて指摘してきたところでございま

す。 

 こうした私たちの提言も踏まえ、札幌市は2025

年度より、老人クラブへの補助金制度の見直しを

されました。 

 そこで、質問ですが、改めて、今回の補助金の

見直しの目的と、その目指す方向についてお伺い

をいたします。 

●足立高齢保健福祉部長  老人クラブ活動費補

助金の見直しの目的と、目指す方向性についてお

答えいたします。 

 委員ご指摘のとおり、高齢化が進行する中、仲

間づくりや生きがいの向上に加えて、ボランティ

ア活動など、多彩な地域活動を実施している老人

クラブは、その役割への期待が今後一層高まって

いくものと考えております。 

 一方、これまで地縁によるつながりに基づいて

組織されてきた老人クラブは、地域でのつながり

の希薄化や、高齢者就業率の高まりなどを背景と

した高齢者像の変化や多様化により、会員数の減

少など、様々な困難に直面しており、札幌市とし

て対応が必要と考えたところでございます。 

 このようなことから、令和７年度から補助金の

見直しを行いまして、これまで連町単位であった

会員要件を行政区単位に拡大するとともに、会員

数の２割まで60歳未満も対象とする年齢要件の緩

和を実施いたしました。 

 また、補助の金額につきましても、会員数の区

分に応じて交付する基本額について、一番少ない

会員数の区分の基本額を増額するとともに、ボラ

ンティア等の地域貢献活動について、回数に応じ

た加算を行うほか、世代間交流加算の新設を実施

したところでございます。 

 これらの見直しによりまして、様々な地域の高

齢者や、多様な世代が参加しやすい枠組みを構築

するとともに、補助金の拡充により、安定的な組

織運営や活動の活性化を図り、持続可能な老人ク

ラブへと変革させていくことを目指しているもの

でございます。 

●よこやま峰子委員  このたびの見直しによっ

て、老人クラブの活動を後押しし、高齢者像の変

化など、時代の移り変わりに対応し、持続可能な

老人クラブに変革させていくことを目指すとのご

答弁でございました。 

 こうした補助金の見直しによって、老人クラブ

の意義や活動が実際に変化していくことを期待し

ております。 

 そこで、質問ですが、今回の要件緩和などの見

直しが及ぼした効果についての認識をお尋ねいた

します。 

●足立高齢保健福祉部長  補助金の見直し後の

効果についてお答えいたします。 

 会員要件などの緩和により、今年度の新規クラ

ブ数は10クラブに上り、令和５年度の２クラブ、

令和６年度の４クラブに比べ、大きく増加してお

ります。 

 また、補助を拡充しましたボランティアなどの

社会貢献活動に、会員１人当たり３回以上取り組

むクラブが217クラブと、全体の約７割、補助を

新設しました世代間交流活動に取り組むクラブが

101クラブと、約３割となるなど、活動の質や幅

に広がりが見られております。 

 こうしたことから、今回の見直しにより、新規

クラブの設立が促進され、活動内容の充実、活性

化が図れるなどの効果があったものと認識してお
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ります。 

●よこやま峰子委員  このたびの見直しによっ

て、新規クラブ数の増加に寄与するとともに、新

たな活動の後押しにつながったとのご答弁でござ

いました。 

 様々な見直しを契機として、老人クラブが地域

において一層その役割を果たしていくことが重要

であり、社会貢献活動に積極的に取り組むクラブ

や、地域との交流を活性化させているクラブがで

きたことは評価いたします。 

 また、老人クラブのさらなる活性化のために

は、既存クラブの活動を活性化させることに加

え、地域から新たな活力を取り込んでいく視点も

また大事であると考えます。 

 そのため、札幌市においては、先ほどのご答弁

にもありましたように、老人クラブの会員につい

ては、地域要件を連町単位から行政区単位に広

げ、また、年齢要件も会員の２割まで60歳未満を

対象とするなどと、会員加入の緩和を行い、参画

しやすい枠組みを設けられたとのことでありま

す。 

 これに加えて、さらに、さきの予算特別委員会

で我が党が主張しました、老人クラブの老人とい

う響きも、様々な世代が参画する際の心理的な

ハードルになっているのではないかと指摘させて

いただきました。 

 札幌市においては、私たちのこういう指摘も

あったのかどうか、このたび、老人クラブへの親

しみや理解を広げ、多様な世代の参加を促進する

目的で、一般公募より愛称を募集し、さぽにこと

いう名称に決定したと伺いました。 

 そこで、質問ですが、愛称としてさぽにこを選

定した経緯と理由について、また、愛称を今後ど

のように活用していくのかを併せて伺います。 

●足立高齢保健福祉部長  老人クラブの愛称選

定の経緯や理由、その活用についてお答えいたし

ます。 

 愛称につきましては、親しみやすさや覚えやす

さ、呼びやすく分かりやすいものとして、市民か

ら募集したところ、356件の応募があり、外部委

員も交えた愛称選考委員会で審査を行いました。

その結果、「札幌でにこにこ暮らす」や「笑顔で

集う高齢者の居場所」という前向きで温かいイ

メージを連想させ、短く、リズミカルなさぽにこ

を愛称として選定いたしました。 

 また、委員ご指摘のとおり、体力的な若返りな

ど、高齢者像が変化する中、老人という呼称に違

和感を感じるとのご意見もありますことから、従

来のイメージにとらわれない点も、この愛称を評

価した理由の一つでございます。 

 今後はホームページや広報媒体での表記を老人

クラブからさぽにこに変更するとともに、補助金

の名称をさぽにこ活動補助金に変更するなど、愛

称の周知と定着に努めてまいります。将来的に

は、さぽにこという呼称から、60歳以上が中心と

なって生き生きと活動する団体という新たなイ

メージが連想されることを目指してまいりたいと

考えております。 

●よこやま峰子委員  これまでの質疑から、老

人クラブへの札幌市の新たな取組は理解できたと

ころでありますが、補助金の見直し並びに会員条

件の緩和などにより、新たな会員の加入など、新

しい勢力が変わり、新たなクラブへと変わりつつ

あるという効果が出ていることは、大変喜ばしい

ことだと思います。 

 また、新たな試みとして、従来の老人クラブか

らイメージを一新し、公募により、名称を市民か

らの356件もの応募の中から、外部委員も交えた

愛称選定委員会により、さぽにこという愛称に決

定したとのことであります。選考理由としては、

札幌に住む60歳以上の方が中心となり、地域で活

動する団体への支援という意味合いとのことであ

ります。 

 さぽにこの意味としては、「札幌でにこにこ暮

らす」、「笑顔で集う高齢者の居場所」という前

向きな温かさを込めた愛称ということでありまし

たが、確かに今までの老人クラブに比べると、明

るく、覚えやすく、言いやすい、斬新さは認めま
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すが、私の周りの60歳以上の方々に、このさぽに

この感想を聞きましたところ、意味が分かりにく

い、クラブの感じがしないなどの声も多数聞かれ

ました。今後、広くこの愛称を浸透させるために

は、広報や周知の方法をいろいろ工夫し、名前に

なじんでいただくための説明がかなり必要ではな

いかと思います。 

 また、そこで一つの提案ですが、例えばロゴ

マークなどを作って、様々な場面で活用すること

で、市民への浸透がＰＲできるのではないかなと

考えます。 

 札幌市は、老人クラブの活性化と発展を目指し

て、2025年度の予算を大きく増額し、愛称の設

定、制度の見直し、補助を利用しやすい環境整備

などを進めてまいりました。まずはこれらの支援

が実を結び、高齢者の方々にとって、さぽにこと

いう愛称が広く浸透し、その名称だけにとどまら

ず、着実に成果につながるよう、しっかりと、対

象となる高齢者団体に様々な支援を伝えていただ

くことを要望いたします。 

 そして、さぽにこの実態が、名前の意味どおり

に高齢者が笑顔で集う居場所となり、札幌に住む

高齢者がにこにこと活動し、生き生きと暮らすた

めの組織、さぽにこと実体が伴いますように切に

願いまして、私の質問を終わります。 

●定森 光委員  私からは、健康アプリについ

て質問いたします。 

 健康寿命の延伸の実現には、日常生活の中で、

運動や交流などの健康的な行動を継続する仕組み

が欠かせず、市民一人一人の行動変容が重要に

なっていきます。 

 健康アプリは、歩数の計測やイベント参加など

を通じたポイント付与によって、楽しみながら健

康づくりを後押しする、行動変容のツールとし

て、今、全国各地で導入が進んでおりますが、本

市も来年４月に本格導入を予定しております。 

 人は誰しも年を重ね、自分でできることが徐々

に減っていきます。しかし、たとえ介護が必要に

なっても、心豊かに過ごしている方も多くいらっ

しゃいます。自分もそういう老後でありたいと願

うことは、多くの市民と共有できることだと考え

ます。 

 札幌市は、まちづくり戦略ビジョンにおいて、

誰もが生涯健康で、学び、自分らしく活躍できる

社会の実現を掲げ、健康寿命の延伸に向けて、子

ども、働く世代、高齢者といった各世代における

健康的な行動を促す政策に取り組むことが位置づ

けられております。 

 我が会派としては、この健康寿命の延伸に向け

て、健康アプリを特定の年齢に限定するのではな

く、より多くの世代が関心を持ち、参加できる仕

組みとすることが重要だと指摘してきました。 

 本市は、アプリの対象年齢を70歳以上としてい

た当初の方針を見直し、40歳以上へと拡大してお

ります。より幅広い世代が参加できるようにした

今回の見直しは、健康づくりの取組を広げていく

契機になると考えます。 

 そこで、質問ですが、健康アプリの対象年齢を

40歳以上に拡大したことの意義について、市とし

てはどのように認識しているのか伺います。 

●足立高齢保健福祉部長  健康アプリの対象年

齢を40歳以上に拡大したことの意義についてお答

えいたします。 

 40歳から64歳の壮年期の世代は、社会や仕事の

中心的な立場を担うと同時に、家庭においても子

育てや親の介護など、様々な役割を担いながら、

自身の老後にも備える世代であります。 

 健康アプリを通して、こうした壮年期の世代の

方の健康行動を早期から習慣化することで、健康

寿命を延伸し、豊かな老後につなげていただくと

同時に、子どもや親世代とともに取り組む機会を

通して、世代を超えて、市民の社会参加を促して

いくことにもつながるという大きな意義があるも

のと認識しております。 

●定森 光委員  今のご答弁では、壮年期の世

代が社会や家庭で多くの役割を担う中、早い時期

からの健康行動の習慣化によって、健康寿命の延

伸につなげていきたい、また、親と子どもが共に
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取り組むことで、世代を超えた市民の社会参加、

こういったことにも大きな意義があるということ

でありました。 

 壮年期でありますけれども、家庭では子育てや

親の介護などに関わりながら、自分の健康も見詰

め直す機会が多く、健康意識が高まる世代でもあ

ると感じています。一方で、仕事や家庭での忙し

さから、健康への関心があっても、行動に移しづ

らい世代でもあるとも思います。 

 札幌市の健康づくり基本計画、健康さっぽろ21

を見ますと、生活習慣病による医療費の割合は、

30代までは１割にも満たない割合でありますけれ

ども、40代から急に上がり、40代前半で13.6、そ

して最も高いのが60代前半で、３割近くに達して

おります。これはもちろん代謝の衰えなどの身体

的な要因に加えて、仕事や家庭での疲労、そして

ストレスなど、社会的な要因の影響も大きいとい

うふうにされております。 

 また、この計画の調査・分析の中では、運動習

慣のある人の割合は、高齢者よりも働き世代のほ

うが低いという結果が出ておりました。 

 こうした結果から見ても、健康に対する意識と

行動のギャップが大きいのが40歳から64歳の壮年

期の特徴だと考えられます。 

 アプリで健康行動につなげていくには、こうし

た世代の特性に応じた工夫が必要だと思います。

健康アプリ、いろんな自治体で先行しております

けれども、これらを研究したものを見ますと、世

代によっては好むポイント付与のメニューが異な

るということも言われております。 

 また、健康寿命を延ばすために求められる行動

も、世代によって異なってきます。壮年期であれ

ば、食事、睡眠、運動といった生活習慣の改善

や、ストレスの軽減が重要になってくると考えま

す。 

 こうした観点からも、本アプリが高齢者向けの

メニューに偏らずに、幅広い世代が自分に合った

形で参加できるツールとして設計されていくこと

が重要であると考えます。 

 そこで、質問ですが、40から64歳の世代が参加

したいと思えるよう、どのような工夫を行ってい

くのか伺います。 

●足立高齢保健福祉部長  40歳から64歳の世代

の参加を促す工夫についてお答えいたします。 

 健康アプリでは、幅広い市民が参加できるよ

う、歩く、健康管理、人と会うのメニューをバラ

ンスよく取り入れているほか、ポイントの対象と

なるイベントにつきましても、家族や友人と一緒

に参加できるイベントなどを取り入れてまいりま

す。 

 また、プレゼント抽せんに参加できる仕組みを

通して、楽しく取り組めるものとなるよう、例え

ば、家族で楽しめる品物やサービス券などの多様

な協賛品を様々な企業等から募ってまいります。 

●定森 光委員  ポイントの対象になる、親子

でも参加できるようなイベントであったり、抽せ

んのプレゼント、こうしたものを工夫していくと

いうことでありました。 

 健康アプリ制度で先行している宇都宮市は、幅

広い世代を対象としておりますが、100社以上の

協賛企業が参画しているとも聞いております。幅

広い世代、購買力の高い壮年期も含めて、こうし

た世代が加わることで、協力する企業としても宣

伝効果を見込めるということから、参加しやすい

仕組みになっているのだと思います。 

 ほかの先行している都市の取組も、ぜひ参考

に、魅力的な協賛や仕組みづくりを進めていただ

きたいと思います。 

 最後に、要望として２点ございます。 

 第１には、部局横断でのアプリの魅力向上につ

いてです。 

 アプリの魅力を高めていくことで、幅広い世代

の参加につながっていくと思います。本市として

は、壮年期も含めた健康施策、検診とか予防事業

への参加を促す取組をしていると思いますので、

こうしたものもぜひメニューに加えていただくな

ど、また、子育て向けのイベント、家族で参加で

きる取組、ほかの部局でもいろんなことをやって
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いると思いますので、こうしたものもメニューに

取り入れながら、世代を超えて楽しめる仕組みづ

くりをご検討いただければと思います。 

 もう一つが、アプリはこのデータの活用という

目的もあると思います。 

 壮年期は、なかなか意識があっても行動にしづ

らいという世代でありますから、どうすれば行動

につながっていくのか、こうした要因なんかも、

ぜひ分析していただいて、本市の壮年期の健康増

進に向けた施策にも反映していただきたいと思い

ます。 

 ぜひ民間の力やほかの都市の知見も生かしなが

ら、幅広い世代が楽しみながら健康づくりに取り

組める環境づくりを進めていただくことを求め

て、私からの質問を終わります。 

●好井七海委員  私からは、これまでも我が会

派で繰り返し質疑してまいりました認知症ととも

に生きるための地域社会の実現について、３点お

伺いいたします。 

 まず、認知症の方にもやさしいお店・事業所登

録事業の状況についてお伺いいたします。 

 令和６年１月１日に、共生社会の実現を推進す

るための認知症基本法が施行され、もうすぐ２年

が経過します。この法律は、認知症の人が尊厳と

希望を持って暮らせる社会を実現するためのもの

で、この法律の施行により、様々な取組が充実・

強化されることが期待されております。 

 札幌市においては、認知症の方やご家族と認知

症サポーターを中心とした支援者をつなぐチーム

オレンジの取組や、認知症支援に賛同・協力いた

だける企業など、認知症の方にもやさしいまちづ

くり協力宣言を行う店舗や、事業として登録し、

ステッカーを提示してもらう取組なども新たに実

施しており、認知症基本法の理念を推進する取組

であると認識しております。 

 特に、令和６年12月に開始した、認知症の方に

もやさしいお店・事業所の登録事業について、我

が会派では、令和７年予算特別委員会にて、実施

状況と今後の展望について質問し、高齢者などの

生活を支える多くの事業所に協力いただけるよう

に、情報発信を進めるとともに、札幌市の認知症

施策への協力の在り方についても検討していくと

ご答弁があったところであります。 

 そこで、質問ですが、認知症の方にもやさしい

お店・事業所登録事業の現在の状況についてお伺

いいたします。 

●阿部地域包括ケア推進担当部長  認知症の方

にもやさしいお店・事業所登録事業の状況につい

てお答えさせていただきます。 

 令和７年９月末時点の登録件数は769件で、毎

月新たな登録がございます。 

 登録事業所の種別ですが、スーパー・コンビニ

が463件、金融機関が227件、医療機関が22件、そ

の他整体マッサージ店などが57件と、高齢者が身

近に利用する様々な事業所に登録いただいている

ところでございます。 

 また、登録の経緯といたしましては、札幌市の

各種協定企業に声かけし、ご協力いただいたほ

か、事業所自らが趣旨にご賛同いただいて、登録

を希望していただいたものもございまして、少し

ずつではありますが、この事業が地域に浸透して

いる、そういうふうに感じているところでござい

ます。 

●好井七海委員  趣旨に賛同して登録する店

舗・事業所が順調に増えているということが分か

りました。 

 しかしながら、登録数が増えるだけではなく、

当事者はもちろん、ご家族や介護者などに、実際

の生活の中で当事者のことを理解していると実感

できる具体的な取組につながることが重要だと考

えます。 

 例えば、自分のペースでゆっくりお会計でき

る、ゆっくりレジの導入など、より一層有効な取

組が広がることで、当事者、ご家族はもちろんで

すが、周りの方の理解も深まっていくことにつな

がることも期待できます。 

 そこで次の質問ですが、登録事業所の具体的な

取組内容はどのようなものなのか、また、今後取
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組をどのように拡大していくのかお伺いいたしま

す。 

●阿部地域包括ケア推進担当部長  登録事業所

の取組内容と取組の拡大についてお答えさせてい

ただきます。 

 取組内容といたしましては、事業所のおよそ６

割が、認知症に関する理解を深めるため、従業員

向けの認知症サポーター養成講座の実施を予定し

ています。 

 こうした中、講座に参加する時間が確保できな

い従業員もいるという登録事業所の声から、認知

症の方への対応のポイントをまとめたショート動

画を作成したところでございます。今後も事業所

の状況や希望に応じ、多様なツールを用いて、事

業所の取組を後押ししてまいります。 

 また、登録事業所の美容室では、利用客であり

ます認知症の方のご家族が不安を抱えていたた

め、地域包括支援センターへの相談を促したり、

コミュニティカフェでは、道に迷っていたご高齢

の方に声をかけ、警察へつなぐなど、登録をきっ

かけに、積極的に認知症の方やご家族に関わるよ

うになった、そういう事例を聞いているところで

もございます。 

 このような取組が進められている一方で、何か

やりたいが、登録後の一歩が踏み出せない、そう

いう事業所もあるのではないかと考えております

ことから、今後は、認知症の方のニーズを踏まえ

た具体的な取組例や取組のヒントなどについて

ホームページ上で発信する等、登録事業所の取組

拡大につなげてまいります。 

●好井七海委員  高齢者の生活に密接に関わる

地域のお店や事業所が認知症について学んで、ま

た、必要な支援につなぐ声かけをしたり、自身の

お店、事業所でできる取組を考えていくことは、

今後、共生社会の実現のために、非常に重要なこ

とだと考えます。 

 加えて、令和６年度から五つの区でモデル実施

している、認知症の方やご家族と認知症サポー

ターを中心とした支援者をつなぐチームオレンジ

の取組も、認知症の方にもやさしいお店・事業所

登録事業と同じように、認知症になっても希望を

持って自分らしく生き生きと生活するための地域

づくりを行っていくための取組であると認識して

おります。 

 そのため、今後はこの二つの取組を連動させて

取り組んでいくことが非常に有効だと考えます。 

 そこで、質問ですが、認知症の方にもやさしい

お店・事業所登録事業とチームオレンジを、今後

どのように連動させて取り組んでいくのかお伺い

いたします。 

●阿部地域包括ケア推進担当部長  認知症の方

にもやさしいお店・事業所とチームオレンジの連

動についてお答えさせていただきます。 

 登録事業所とチームオレンジの連動につきまし

ては、それぞれの活動を理解するとともに、顔の

見える関係づくりが重要でありますことから、本

年９月のチームオレンジの活動報告会を登録事業

所にも周知したところ、３か所の事業所から参加

をいただいて、交流を深めていたところでござい

ます。 

 今後も登録事業所とチームオレンジがともに参

加できる機会を増やしていくため、チームオレン

ジの活動場所や活動内容を登録事業所に情報提供

するほか、チームオレンジが企画する普及啓発イ

ベントに登録事業所の参画を促す、そういったこ

とに取り組んでまいります。 

 このような取組によって、登録事業所とチーム

オレンジが、認知症の方ご本人やご家族の希望、

困り事を共有し、主体的に連動した取組を進めて

いけるよう働きかけてまいります。 

 今後も引き続き、認知症の方を含めた高齢者な

どへの合理的な配慮や工夫を行う認知症の方にも

やさしいお店・事業所と、認知症の方の希望や生

活の困り事を聞いて活動するチームオレンジとの

連動や融合を進め、認知症とともに生きる地域社

会の実現を目指してまいります。 

●好井七海委員  認知症の方にもやさしいお

店・事業所の取組とチームオレンジの取組の連動
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は、非常に重要だと思います。認知症の方にもや

さしいお店・事業所は、市内全域に広がりが見ら

れますが、一方、チームオレンジは、五つの区で

しか、まだモデル実施にとどまっていることが大

変残念に思いますので、市内のどこに住んでいて

も、認知症の方が認知症とともに希望を持って生

活できる地域づくりが進むように、チームオレン

ジの１日も早い全市展開を強く要望いたしまし

て、私の質問を終わります。 

●吉岡弘子委員  私は、敬老パスの再交付につ

いて質問します。 

 敬老パスは、現在70歳以上の市民が、一定の負

担をした上で、７万円を上限に利用できる制度で

す。 

 札幌市敬老優待乗車証交付規則の第12条には、

敬老パスの返還を求める理由について、第４条第

１項に規定する交付対象者の要件を満たさなく

なった場合、第４条第２項に規定する者になった

場合、敬老優待乗車証の再交付を受ける場合の３

点に該当した場合に、速やかに返還しなければな

らない。ただし、市長が別に定める場合はこの限

りではないと書かれています。 

 そこで、質問ですが、2024年度の敬老優待乗車

証の返還件数と返還理由についてお聞きします。 

●足立高齢保健福祉部長  敬老優待乗車証の返

還件数と返還理由の内訳についてお答えいたしま

す。 

 札幌市では、敬老優待乗車証の取扱いにつきま

して、札幌市敬老優待乗車証交付規則により定め

ております。 

 敬老優待乗車証の返還につきましては、死亡や

市外転出、障がい者交通費助成制度の適用を受け

る場合、汚損・破損により再交付を受ける場合等

に限定しておりまして、2024年度の返還件数は

6,669件となっております。 

 返還理由別の件数は集計しておりませんが、ほ

ぼ死亡や市外転出によるものと認識しておりま

す。 

●吉岡弘子委員  返還の理由としては、死亡や

転居など、住民基本台帳から抹消される場合がほ

とんどだという答弁でありましたけれども、返還

の義務には該当しないものの、身体的な理由や施

設入所などの何らかの事情で、今後敬老パスを使

えない、使わないという方からも返還されている

と思います。 

 私の知り合いの方ですが、病気のため歩行でき

なくなり、その時点では、もう敬老パスを使って

外出できないと思い返還し、その後、手術、リハ

ビリも順調に進み、思いのほか経過もよく、２年

ほどで外出ができるほど回復したため、区役所に

敬老パスの申請に行きましたが、再交付はできな

いと断られました。 

 そこで、質問ですが、返還の義務ではなく、身

体上の理由などで自主的に敬老パスを返還した方

に再交付していないのはなぜか、理由について伺

います。 

●足立高齢保健福祉部長  自主的に返還された

方に対する再交付についてお答えいたします。 

 敬老優待乗車証の返還につきましては、先ほど

ご答弁しましたとおり、返還事由を限定しており

まして、身体状況などを理由とする自主的な返還

については、札幌市として求めておりません。 

 また、再交付につきましては、紛失や汚損な

ど、カードが使用不能となった場合に限定されて

いるため、自主的に返還された方については、再

交付を行っておりません。 

 このため、区役所の窓口では、返還の申出を受

けた際に、今後使う見込みがないことを確認する

とともに、再度交付できないことについて丁寧に

説明し、同意書を提出いただいた上で、返還を受

けているところでございます。 

 今後につきましても、これまでと同様の取扱い

とし、制度の公平性、継続性、そして円滑な執行

体制を維持してまいりたいと考えております。 

 利用者の皆様には、返還に際しましては、体調

が回復する見込みがあるかなども含めて、慎重に

ご判断いただきたいと考えております。 

●吉岡弘子委員  続いて、質問します。 
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 返還の義務に該当せず、自主的に返還した方の

返還時の状況が改善された場合には交付すること

が、敬老パスの目的にかなった対応だと思いま

す。再交付を認めるようにすべきですが、いかが

か伺います。 

●足立高齢保健福祉部長  自主返還した方の状

況が改善した場合に、再交付できるようにすべき

とのご質問にお答えいたします。 

 繰り返しとなりますが、札幌市といたしまして

は、市外転出やお亡くなりになった場合を除き、

敬老優待乗車証の返還は求めておりません。引き

続き、返還の申出があった際には、区役所窓口で

の丁寧な説明に努めてまいります。 

●吉岡弘子委員  敬老パスの目的は、高齢者の

外出を促し、社会参加を支援することで、健康寿

命の延伸や、明るく豊かな老後の生活を充実させ

ることであります。改めて要綱や交付規則などを

検証し、敬老パスの再交付について柔軟に対応す

るよう求めて、質問を終わります。 

●しのだ江里子委員  私からは、札幌市の認知

症施策について質問をさせていただきます。 

 札幌市において、高齢者人口が年々増加する

中、認知症は誰もがなり得る身近なものになって

おります。認知症は、早い段階から適切な治療を

受けることで、改善が可能なものや、進行を緩や

かにすることができる場合があります。また、症

状が軽いうちに、ご本人やご家族が認知症への理

解を深めることで、今後の生活の準備をすること

もできます。 

 2023年予算特別委員会で、札幌市での認知症疾

患医療センターの設置について質問をさせていた

だきました。その後、札幌市においては、2024年

３月から認知症疾患医療センターを指定してお

り、現在、札幌医科大学附属病院と北海道医療セ

ンターの二つの医療機関が稼働しております。 

 札幌市認知症疾患医療センター運営事業実施要

綱によりますと、保健医療・介護機関などと連携

を図りながら、地域において認知症に対して進行

予防から地域生活の維持まで必要となる医療を提

供できる機能体制の構築を図ることを目的として

おります。 

 そして、認知症の早期診断及び新薬の治療を含

む早期治療といった専門医療機関機能や、地域の

認知症医療との連携機能といった、地域における

認知症医療の中核としての機能を発揮することが

期待されています。 

 そこで、質問ですが、札幌市認知症疾患医療セ

ンターのこれまでの実績について、まず伺いま

す。 

●阿部地域包括ケア推進担当部長  札幌市認知

症疾患医療センターの実績につきましてお答えさ

せていただきます。 

 令和６年度から７年度９月末までの１年６か月

間の二つのセンターを合わせた実績でございます

が、相談件数が234件、外来受診件数が291件と

なっております。 

 相談内容は確定診断や治療に関するものが多

く、相談者は家族が最も多くなっております。 

 また、専門医療機関として、認知症治療の新薬

投与を含め、高度な認知症医療を提供するため

に、地域の医療機関17か所と連携しているところ

でございます。 

 認知症医療提供体制の構築の活動実績といたし

ましては、医療・介護関係者向け研修会の講師な

どが９件、認知症医療に関する会議や情報交換会

の参加が８件、市民向けの普及啓発や情報発信が

８件となっております。 

●しのだ江里子委員  高齢者人口の多い札幌市

では、認知症高齢者も増加していると聞きます

が、認知症疾患医療センターへの相談件数です

が、先ほど伺いました234件と291件ということで

ありますけれども、思いのほか少ないのではない

かと感じております。 

 認知症のご自身やご家族が、認知機能について

違和感を感じることが多くなっても、認知症を否

定し、相談をためらうなど、適切な相談機関や医

療につながるまでに時間を要する場合も少なくあ

りません。 
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 認知症疾患医療センターの役割には、認知症の

早期診断、早期治療がありますが、あくまでも確

定診断的な要素が多く、何か変、どこかおかしい

という初期段階での相談については、身近なかか

りつけ医が果たす役割が大きいと思われますが、

中には、かかりつけ医で認知症と診断されたもの

の、この先どうしたらいいといった助言は何もな

かったという声も聞きます。そもそもかかりつけ

医がいない方も多く、家族会などに直接相談され

ることも多いと聞いています。 

 家族や周りの対応が認知症の進行を穏やかにす

るということもあるため、認知症と診断された後

は、ご本人のみならず、家族に対する支援が不可

欠であると考えます。 

 認知症支援は、どこか一つの病院、機関が担う

ものではなく、病気の進行状態や世帯の状況など

によって、その時々で関係しているところが連携

を図りながら、重なり合いながら行うものであ

り、認知症の方ご本人と家族を含めた切れ目のな

い支援のためには、認知症疾患医療センターとか

かりつけ医などの地域の医療機関及び地域包括支

援センターなどの関係機関との連携が極めて重要

であると考えます。 

 認知症の方は、身体合併症のある方も多いので

す。身体合併症で救急に搬送する際に、一般病院

では断られることも多く、認知症疾患医療セン

ターならば、身体合併症の急性期治療もしていた

だけるということは安心するところです。 

 そこで、質問ですが、認知症疾患医療センター

と地域の医療機関や関係機関の連携強化が重要と

考えますが、今後どのように取り組んでいくのか

伺います。 

●阿部地域包括ケア推進担当部長  認知症疾患

医療センターと地域の医療機関や関係機関との連

携についてお答えさせていただきます。 

 認知症疾患医療センターと、日常的に高齢者の

体調や世帯状況を把握しているかかりつけ医や、

高齢者の総合相談窓口である地域包括支援セン

ター等の支援機関との連携強化のため、これまで

も合同の研修会や情報交換会を実施しているとこ

ろでございます。 

 このような取組の中で、顔の見える関係づくり

が進み、最新の認知症医療の情報を得ることがで

きた、認知症疾患医療センターへの相談の敷居が

下がったなどの声が聞かれており、早期受診や診

断後の支援など、そういった課題や連携した対応

の必要性、それについて共有する場というふうに

なっております。 

 また、認知症の方を地域で支えるためには、切

れ目のない医療の提供が不可欠でありますことか

ら、認知症疾患医療センターと札幌市医師会の懇

談会を開催し、具体的な連携方法につきまして、

意見交換を実施しているところでございます。 

 今後も認知症疾患医療センターが地域連携拠点

機能を十分に発揮できるよう、地域の医療機関や

支援機関との多様な接点を創出し、認知症支援の

ネットワークの構築に努めてまいります。 

●しのだ江里子委員  課題の共有の場であった

り、そしてまた、医師会との連携の場であったり

ということで、大変心強く思っております。 

 2024年１月に施行されました、共生社会の実現

を推進するための認知症基本法では、国民が認知

症に関する正しい知識と、認知症に関する正しい

理解を深めることができるようにすることが求め

られています。 

 札幌市においても、市民が認知症を予防するた

めの生活習慣や、認知症の早期診断、早期相談の

必要性に関する理解、認知症になっても希望を

持って生き生きと生活ができるという認知症観の

理解が必要だと考えます。 

 そこで、支援者の対応力の向上やネットワーク

構築だけではなく、市民一人一人の認知症への理

解を得るために、認知症サポーターの養成だけで

はなく、もっと多くの市民に広く普及啓発が必要

ではないかと考えます。 

 質問ですが、認知症に対する市民理解の推進に

ついて、どのように今後取り組んでいくのか伺い

ます。 
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●阿部地域包括ケア推進担当部長  認知症に対

する市民理解の推進についてお答えさせていただ

きます。 

 認知症について広く市民に関心を持ってもらう

ため、９月21日の認知症の日に、札幌市のランド

マークである、さっぽろテレビ塔と札幌市時計台

及び地下歩行空間を認知症支援のシンボルカラー

であるオレンジ色にライトアップいたしました。 

 また、認知症疾患医療センターの医師を講師と

して、市民向け研修会を開催したほか、多くの市

民が参加しやすい場所で認知症の当事者からの情

報発信や支援者とのトークセッションといったイ

ベントも開催したところでございます。 

 加えて、先日の10月12日、13日両日、地下歩行

空間で、認知症の方ご本人のメッセージに触れる

啓発ブースの設置や、認知症の人と家族の会のご

協力を得まして、気軽に立ち寄れる個別相談も

行ったところでございます。 

 今後もあらゆる機会や手法を用い、市民に幅広

く認知症に対する普及啓発を進めていくととも

に、認知症サポーター養成講座やチームオレンジ

など、認知症の方が暮らしている身近な地域での

活動についても併せて推進していくことで、認知

症になっても暮らしやすい地域づくりに努めてま

いりたいと考えております。 

●しのだ江里子委員  様々な啓発イベントをし

ていただいたり、そしてまた、チームオレンジと

の体制整備を進めていただいたりということで、

本当に安心して地域で過ごしていくことができる

ような札幌になるのではないかと思います。 

 札幌市に２か所の地域型の認知症疾患医療セン

ターができたことで、認知症の方への速やかな鑑

別診断や、行動・心理症状と身体合併症に対する

急性期医療、専門医療相談、関係機関との連携、

研究会の開催などを担うことが可能となったと思

います。 

 ９月18日に、札幌市保健福祉局介護保険課と認

知症の人と家族の会が共催しました、認知症の人

を正しく理解する研修会、私も参加をさせていた

だきましたが、日中にもかかわらず、エルプラザ

ホールはほぼ満員の市民が訪れ、認知症について

の関心の高さがうかがえました。 

 北海道医療センターにある認知症疾患医療セン

ターの脳神経内科の南先生から、認知症との付き

合い方、認知症の本人、家族を支える医療を学

び、新たな認知症観、認知症の人をできることが

ない存在としてではなく、１人の個性と能力を持

つ個人として尊重することなどを学ばせていただ

きました。 

 とはいいましても、医療や介護につながってい

ない認知症の人、特に頑固に受診を拒否する人へ

の支援に当たる、認知症初期集中支援チームの活

動が見えにくいとの声もあります。 

 全国の全ての市町村に設置されております認知

症初期集中支援チームは、困ったときの最後のと

りでとも言われており、札幌では、地域包括支援

センターの専門職や認知症サポート医などで構成

されたチームが稼働しておりますが、市民にはな

かなか知られていないとのこと、ぜひ身近に支援

を要請できるようアナウンスしていただくことを

求め、この質問を終わります。 

●田中啓介委員  私からは、訪問介護事業につ

いて質問をさせていただきます。 

 介護状態になっても、住み慣れた地域で自分ら

しい暮らしを最後まで続けることを望む市民は少

なくありません。そのような市民や家族のために

は、訪問介護事業所が欠かせません。その訪問介

護は、とりわけ個別性が高く、利用者とホームヘ

ルパーとの心を通わせるつながりで支えられ、成

り立つものであります。 

 訪問介護、そのホームヘルパーの人材不足は、

かつてから課題だと言われてまいりました。しか

し、抜本的な改善がされてきていない上に、訪問

介護の事業報酬の引下げのため、今、人材不足は

より深刻になってきております。 

 2024年の第３回定例会の代表質問で、訪問介護

報酬の引下げにより、介護サービス提供事業者の

状況は、職員を計画どおり採用できていない事業
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所が増加傾向にありますが、ホームヘルパーの人

材確保や育成、研修はどのようになっているのか

の質問に対し、ホームヘルパーを含め、介護人材

の確保を重要な課題と認識して、様々な事業を展

開している、具体的には、事業者が採用活動をす

る際のポイントを学ぶセミナーや職員定着化のた

めの研修、離職を防止するためのグループワーク

などの事業を実施していると答えております。 

 そこでまず伺います。本市がこれまで行ってき

ている支援策によって、どれだけの人材が、特に

ヘルパー人材を確保できたのか、また、どんな効

果があったのか伺います。 

 あわせて、本市が行ってきている事業に参加し

た事業者からはどんな声があったのかも含め、

行ってきた事業の課題、改善点などについての検

討状況を伺います。 

●足立高齢保健福祉部長  訪問介護事業所も含

めました札幌市の介護人材確保支援の実績及び効

果についてお答えいたします。 

 令和６年度は、採用力向上のためのセミナー１

回、職員定着のための施策、人材育成、クレーム

対応、ハラスメント対策をテーマとした研修を計

２回、退職者を出さないためのグループワーク１

回を実施いたしました。事業終了後のアンケート

では、セミナー、研修ともに、極めて満足度は高

く、ほぼ全ての参加者が、満足、研修内容が現場

で活用できると回答するなど、質の高い事業を提

供できたと考えております。 

 このほか、事業者と求職者をつなぐ合同就職説

明会や、求人媒体への掲載支援を行った結果、合

わせて57名が事業所見学に至るなど、具体的な採

用機会の創出につながった事例もあり、着実に成

果を上げていると評価しております。 

 今後も事業内容の改善を重ね、重要課題であり

ます介護人材の確保に向けて取り組んでまいりま

す。 

●田中啓介委員  今の部長の答弁では、どんど

ん着実にヘルパーさんが増えているような答弁で

すけれども、私、実際に周りに話を聞くと、ヘル

パーさんが足りないというのは、よく、ずっと聞

き続けております。ハローワークで募集しても、

本市のヘルパー採用活動支援事業に参加するな

ど、様々な方法をしても、ヘルパー確保ができな

い、このような事業所は少なくありません。私が

目にする訪問介護事業所、その入り口には、どこ

にもヘルパー募集、その貼り紙が貼り続けられて

おります。それも何年にもわたってであります。 

 介護ヘルパー支援が必要な利用者の方々のため

に、廃業、また事業縮小しないために、ヘルパー

を派遣する人材紹介事業所からヘルパーを採用し

ている訪問介護事業所も少なくございません。し

かし、これらの事業所は、その紹介手数料が、人

件費の２割から３割を占めていると言われており

ます。せめてこの手数料、その分だけでも財政的

な支援として受けられたら、介護職員の賃金の引

上げなどの処遇改善に回せるのにというのが事業

者の声であります。 

 しかし、ヘルパーを確保できないということ

で、現場のヘルパーさんの過重労働につながって

しまう、また、ヘルパーを確保できず職員配置定

数が満たせなくなることで、事業報酬が減り、こ

れまで行ってきたホームヘルプサービス、その提

供が継続できなくなり、ヘルパー派遣依頼を断ら

ざるを得なくなるというような事態になってしま

う。そのために、こういう人材紹介事業所を頼ら

ざるを得ないということを聞いておりますし、ま

た、それに伴って、介護ヘルパーを必要としてい

る高齢者やその家族にしわ寄せが行くのを何とし

ても防ぎたい、これが事業者の思いであります。 

 そこで、伺います。本市として、このような事

態があることについての認識について伺います。 

 あわせて、調査し、改善策を講じる必要がある

と思うのですが、この点についていかがか伺いま

す。 

●足立高齢保健福祉部長  人材紹介事業者へ支

払いをする手数料についての認識についてお答え

いたします。 

 介護人材の確保のため、人材紹介事業者へ手数
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料を支払っていることが負担となっている事案が

あることは認識しております。このことは、国に

おきましても問題視されており、政府の会議体で

も議論しているほか、令和３年度から、一定の基

準を満たした事業者を、適正な有料職業紹介事業

者として認定する制度を構築しております。 

 また、有料職業紹介事業者に向けたルールは、

令和７年度から紹介手数料率の実績の公開などが

義務づけられるなど、より適切な制度となるよう

見直しが図られております。 

 これらは、国において引き続き議論されている

議題であり、札幌市といたしましても、国の動向

について的確に把握し、状況を注視してまいりた

いと考えております。 

●田中啓介委員  令和３年から、それぞれ改善

策を国としてもやっているということではありま

すが、ただ、やはり、まだまだそれで課題解決で

きていないということで、引き続き国のほうも検

討しているということなので、札幌市としても、

その実態をしっかりと把握して、それを国にも上

げて、本当の意味で、介護現場の実態、また、求

めていることに応えるような改善策を求めていた

だきたいというふうに思います。 

 介護というのは、事業の継続性、こちらがとて

も重要になってまいります。介護の３原則の一つ

が、生活の継続性であります。介護サービスの利

用者にとって、慣れ親しんだ介護事業所の廃業、

また倒産、これは高齢者の自立を支える基盤が失

われ、また、在宅生活の継続が困難になってしま

います。ホームヘルパーさん、担当訪問介護員や

事業所が変わらずに安定しているということが、

利用者の健康や生活の維持にとっても大切な要素

になってまいります。 

 今年、2025年の第１回定例会の代表質問で、事

業所の倒産を防ぎ、事業継続ができるよう、訪問

介護事業所等への支援を検討すべきという質問に

対して、訪問介護事業所の経営支援に関しては、

国がサービス提供体制を支援する事業を実施して

いる、札幌市としても、新人ヘルパーの定着を促

進する事業等を通して、経営を支援していきたい

と答えております。 

 私が聞いてきた訪問介護事業所では、若いヘル

パーを採用しても、数年で辞めてしまって、長く

続けて働いてくれる人が少ない、20代の若者だけ

ではありません。やりがいがあるんだ、でも給料

が低くて、また、家族と旅行したくても長期休暇

が取りづらい、これ以上続けられないと、30代、

40代のヘルパーさんが辞めていっております。さ

らに問題なのが、その辞めた方々は、別の介護事

業所に転職するのではなくて、介護福祉業界とは

違う業界で働くという人、これは10年以上前から

変わらず続いております。 

 また、さきの質問で話した人材紹介事業所から

採用したヘルパーさんの場合は、数か月で辞めて

しまうケースが少なくないと、事業所の方々が

言っておりました。これでは介護ヘルパーとして

の人材育成はできず、介護支援という専門性を維

持・向上どころか、継続することが困難になって

います。 

 代表質問での答弁で、国が行っているサービス

提供体制を支援する事業、本市の新人ヘルパーの

定着を促進する事業が、実際に訪問介護を行って

いる事業所が求めている実態に応えたものになっ

ていないのではないかと感じております。 

 そこで、伺います。訪問介護事業所の職員の採

用状況と併せ、年齢構成、勤続年数はどうかなど

の定着状況を調査し、現在本市が行っている人材

確保策の検証と、訪問介護事業所や訪問介護現場

が求めている声に応えた人材確保支援策を検討す

べきだと思うのですが、いかがか伺います。 

●足立高齢保健福祉部長  訪問介護事業所の継

続のための今後の取組についてお答えいたしま

す。 

 札幌市では、年度内に事業者調査を実施し、そ

の運営状況や採用数、年齢層などの人材確保状況

などを把握する予定でございます。 

 そのほか、毎年、介護労働安定センターが実施

しております介護労働実態調査におきまして、業
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種別に詳細な調査が行われております。これらの

調査結果を次期札幌市高齢者支援計画に反映し、

今後の介護人材確保のための効果的な事業につい

て検討してまいります。 

●田中啓介委員  次期計画策定のための調査

で、今、部長が答弁されたもろもろの項目を調査

して、それを生かしていくということだと思いま

す。 

 それに加えてですが、やはり実際に、事業者、

あるいはそこで働いている現場職員などへの聞き

取り、こちらもとても重要だと思います。そうい

うことでの現場の実態を把握して、そこで聞いた

現場の声、要望を、次期計画はもちろんですけれ

ども、次期計画を待たずに、現場の要望を反映し

た事業を行っていくよう求めて、質問を終わりま

す。 

●中川賢一委員長  以上で、第３項 老人福祉

費及び介護保険会計等の質疑を終了いたします。 

 次に、国民健康保険会計決算及び第10款 諸支

出金 第２項 他会計繰出金のうち、関係分につ

いて一括して質疑を行います。 

●吉岡弘子委員  私は、国民健康保険の特別療

養費の支給について質問します。 

 病院を受診する際、マイナンバーカードに保険

証登録したマイナ保険証と紙の保険証、どちらで

も受診できましたが、2024年12月２日、健康保険

証の新規発行を停止したため、紙の保険証に代わ

る資格確認書が届いており、病院や患者の中で混

乱もあったところです。 

 これまで国保の場合、保険料が払えず滞納する

と、病院窓口負担が10割となる資格証明書が発行

されていました。保険証の発行を停止したとき、

これまでの資格証明書から、特別療養費の支給へ

と制度変更されています。 

 そこで、質問ですが、昨年12月２日、資格証明

書から特別療養費の支給に制度変更の際、本市は

資格証明書の対象者を解除したことで、特別療養

費の支給対象の方はいなくなったと聞いていま

す。なぜそのような対応をされたのかお聞きしま

す。 

●小野寺保険医療部長  国民健康保険における

特別療養費の支給についてお答えいたします。 

 資格証明書の解除についてですが、資格証明書

の制度につきましては、令和６年12月をもって廃

止となりましたため、交付済みの資格証明書は全

て解除したところです。 

 一方、特別療養費の支給に当たりましては、国

の通知において、機械的な運用を行うことなく、

相談者の個々の事情に応じて判断するよう求めら

れているところです。 

 そのため、札幌市では、国の通知に基づきまし

て、特別療養費の支給を厳格に運用することと

し、その結果、現在のところ、対象となっている

方がいらっしゃらないという状況になっておりま

す。 

●吉岡弘子委員  特別療養費の支給とは、受診

時、医療費を病院に一旦全額を支払った後、翌月

１日から２年以内に申請することで、保険給付分

の金額が支給されます。つまり、10割負担の資格

証明書と違い、申請すれば、支払った分の７割か

ら８割戻ってくる制度ではありますが、病院など

にかかるときには、医療費の10割を準備しなけれ

ばならず、困窮世帯の受診抑制につながることに

変わりはありません。特別療養費の支給対象にす

るかを判定し、解除することになり、このことに

よって、病院で10割を払わなければならない市民

がいなくなったことは、市民の命や健康を守る上

で、本当によかったと思います。 

 一方で、２か月以上の滞納世帯は、2024年度

は、国保に加入している24万1,672世帯中２万

7,301世帯です。これまで区役所の納付相談で

は、２年で完納できない場合、資格証明書になる

と市民は説明を受けてきました。 

 そこで、質問ですが、今後どのような場合、特

別療養費の支給の対象となるのかお聞きします。 

●小野寺保険医療部長  特別療養費の支給対象

についてお答えいたします。 

 国の通知におきましては、対象となり得るもの
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として、長期にわたり滞納し、定期的な連絡にも

応じず、かつ預貯金などの財産があるのに納付し

ない場合などが例示されておりまして、札幌市も

こうした考え方を踏まえて運用しているところで

あります。 

●吉岡弘子委員  本市は、2020年のコロナ禍以

降、接触を避けるため、新規の資格証明書の発行

をやめてきました。それによる国保料の収納率の

影響を見ると、2019年度94.34％、2024年度には

94.23％で、ほとんど変わりません。 

 政府は、８月15日、日本共産党の質問主意書に

対して、滞納世帯から自己負担が困難であるとの

申出があれば、市町村が特別な事情に準ずる状況

と判断することができ、その場合、特別療養費の

支給に代えて、療養の給付等を行うこととなると

説明、市町村の判断で窓口負担３割にできると閣

議決定しています。 

 納付相談に当たっては、一人一人の状況、実態

に寄り添った丁寧な対応を行い、特別療養費の支

給対象者は今後も発行することのないよう求め

て、質問を終わります。 

●中川賢一委員長  以上で、国民健康保険会計

等の質疑を終了いたします。 

 次に、後期高齢者医療会計決算及び第10款 諸

支出金 第２項 他会計繰出金のうち、関係分に

ついて、一括して質疑を行いますが、通告があり

ませんので、質疑を終了いたします。 

 ここで、理事者交代のため、委員会を暫時休憩

いたします。 

 委員の方は、そのままお待ちください。 

    ―――――――――――――― 

      休 憩 午前11時09分 

      再 開 午前11時11分 

    ―――――――――――――― 

●中川賢一委員長  委員会を再開いたします。 

最後に、第３款 保健福祉費 第５項 健康

衛生費について、質疑を行います。 

●篠原すみれ委員  私からは、大きく３項目。

１項目め、新生児マススクリーニング検査事業の

拡充について、２項目め、衛生研究所における検

査機器の現状と施設の老朽化について、３項目

め、札幌市におけるアドバンス・ケア・プランニ

ング（ＡＣＰ）、いわゆる人生会議の普及啓発に

ついて質問いたします。 

 まずは、大きな１項目め、新生児マススクリー

ニング検査事業の拡充についてです。 

 札幌市が本事業において、つい先日である本年

９月１日から新たに行政検査の対象とした、脊髄

性筋萎縮症と重症複合免疫不全症の二つの難病に

ついて、本定例市議会の代表質問に続いて取り上

げます。 

 まず、新生児マススクリーニング検査は、1977

年４月に、本市が全国の地方自治体に先駆けて、

先天性代謝異常など、検査を開始したとのことで

あり、ここに至るまでの道筋と功績について、深

く敬意を表するものであります。 

 また、先ほど申し上げた二つの難病について

は、近年、非常に優れた先進治療が行われるよう

になり、子どもの命とご家族を支える大きな効果

が得られているとのことです。 

 そこで、質問です。この二つの難病について、

新生児マススクリーニング検査を実施すること

で、どのような意義があるのか伺います。 

 また、全国的な動きについてもお聞かせくださ

い。 

●八田衛生研究所長  新生児マススクリーニン

グ検査事業の拡充についてお答えいたします。 

 二つの難病の検査意義と全国的な動きについて

であります。 

 この二つの難病は、致命率が高く、重篤な疾患

である一方で、生後間もない時期に早期治療をす

ることにより、発症を予防することが可能であり

ます。札幌市で生まれる全ての子どもが検査を受

け、早期診断、治療へつなげることに意義がある

ものと認識しております。 

 なお、この二つの難病のスクリーニング検査

は、東京、大阪、神奈川などの大都市圏で先行し

て国の実証事業に参加しており、今年度、札幌市
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を含む全ての政令指定都市が当該事業に参加し、

公費負担しております。 

●篠原すみれ委員  この二つの疾病は、命に関

わる重篤な症状を引き起こすことから、早期発見

の上、早期治療につなげることが何より重要であ

るとのことでした。 

 国の実証事業に参画する形ではありますが、本

市でも公費負担が実現したことは、非常に意義深

いと考えます。なぜならば、子どもを産み育てや

すい環境を目指す本市にとって、公費負担による

検査の拡充は、子どもとそのご家族への支援を拡

充することでもあり、非常に喜ばしいことです。 

 そこで次の質問です。これまで市民負担による

任意で実施されてきた検査を公費負担化すること

で、どのような変化や効果が期待できるのか伺い

ます。 

●八田衛生研究所長  公費負担化による変化や

効果についてお答えいたします。 

 これまで、市内で生まれる子どもの約３割がこ

の検査を受けておりませんでした。公費負担化に

より、全ての子どもが検査を受けることが期待さ

れます。 

 公費負担化で、より多くの子どもが検査対象と

なり、検査で陽性になった子どもは、速やかに診

断、治療につながります。 

 また、スクリーニング検査を継続することで、

この二つの難病に関する全国的なデータの蓄積に

貢献し、より効果的な診断法や治療法の開発につ

ながることが期待されます。 

●篠原すみれ委員  これまで、市内で生まれる

約３割の新生児は、家庭の事情などで検査を受け

ることができませんでした。しかし、公費負担化

により、全ての新生児が検査を受けられるように

なり、これはまさに子どもの権利の保障の実現と

考えます。 

 また、検査結果や診断結果などの情報が市から

国へと蓄積され、今後の難病対策に活用されてい

くことも確認できました。これも広い意味で、出

産前後の切れ目のない支援の一環と言えます。 

 なお、この二つの難病については、2025年度に

国の実証事業に参画する形で公費負担化されまし

たが、今回の動きは、北海道と足並みをそろえ、

道内全域で実施されたとのことです。 

 そこで次の質問ですが、２項目を公費負担化す

ることによる札幌市の負担増はどの程度になる見

込みか伺います。 

●八田衛生研究所長  公費負担化による札幌市

の負担増についてお答えいたします。 

 国の実証事業に参加している機関においては、

２分の１の国費補助があります。当該事業が終了

いたしますと、年間約6,000万円の財源が必要に

なる見込みであります。 

●篠原すみれ委員  産後間もない新生児のかか

とから、ごく少量の血液を採取するだけで、難病

の早期発見、早期治療につなげられるということ

は、本市が目指す、安心して子どもを産み育てる

ための切れ目のない支援にも直結するものです。 

 一方で、マススクリーニング検査事業は、生後

４日から６日の間に行われるものなので、産後の

入院期間中に、検査内容について正確に把握しな

いまま終わっていることが多いのではないかと推

察いたします。妊婦健診の際に、公費負担の検査

と任意検査の内容の違いについて理解を深めてい

ただくための周知を図ることも必要かもしれませ

ん。 

 かつて本市は、新生児マススクリーニング検査

事業において、検査法の開発や検査項目の拡充を

行い、全国的にも先進的な取組を進めてまいりま

した。しかし現在は、他都市と比較すると、やや

後れを取っていることは否めません。 

 このたび、国の実証事業への参加を通じて事業

の拡充が始まっていることは、大変意義深いこと

です。今後は、子どもたちの健やかな成長のため

に、財源などの課題を克服し、決して後退するこ

とのないよう、着実に取組を進めていただきたい

です。 

 また、引き続き、検査技術や治療技術の進展に

合わせて、適切な時期に新生児マススクリーニン
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グ検査事業の対象を拡充し、例えばライソゾーム

病の検査など、新たに子どもの命を守ることがで

きる検査については、積極的に導入を検討してい

ただくよう求めて、次の質問に移ります。 

 それでは、次に、大きな２項目め、衛生研究所

における検査機器の現状と施設の老朽化について

です。 

 まず、検査機器の現状について伺います。 

 本研究所の検査機器が、本来更新すべき時期に

更新できていない状況にあると伺いました。家電

製品をはじめとする一般的な機械類は、寿命がお

おむね10年程度とされております。10年を過ぎて

も使用できる場合もありますが、多くの場合、部

品の製造が終了しており、故障時には修理が困難

となります。明確な使用期限が定められているわ

けではありませんが、本研究所で使用されている

検査機器についても同様の状況にあり、老朽化に

伴うリスクを抱えているのが現状です。したがっ

て、高度で、かつ私たちの命に関わる検査を行っ

ている本研究所で使用する機器であれば、故障し

てしまう前に、より適切な時期に更新することが

不可欠です。 

 そこで、質問ですが、使用開始から10年以上経

過している検査機器はどの程度あるのか、現状を

お示しください。 

●八田衛生研究所長  検査機器の現状について

お答えいたします。 

 衛生研究所では、様々な検査・測定機器を使用

しておりますが、高額な機器では、環境や食品中

から農薬などを検出するための機器、食品添加物

やアレルギーの原因物質を検出するための機器、

環境中の水銀を検出するための機械などは、修理

について困難が懸念される、10年以上経過した機

器を使用しております。 

●篠原すみれ委員  代表的な検査機器でそのよ

うな状況であれば、中型、小型の比較的汎用性の

高い検査機器などは、より更新の見通しが困難な

状況であろうと推察いたします。 

 次に、検査機器を更新できない場合のリスクに

ついて伺います。 

 新型コロナウイルス感染症の流行初期におい

て、道内でＰＣＲ検査を実施できたのは、北海道

立衛生研究所と札幌市衛生研究所の２か所のみで

した。札幌市衛生研究所が、連日徹夜で、休日返

上で検査を続けたことで、当時の難局を乗り切る

ことができたと認識しております。 

 このように、本市にとって、本研究所の果たす

役割は、今後ますます重要性を増してきます。そ

の役割を十分に果たすためにも必要不可欠である

検査機器の管理体制の現状は、看過できない深刻

な状況にあると、強い危機感を持っております。 

 そこで、質問ですが、検査機器を適切な時期に

更新できない場合、どのようなリスクが考えられ

るのかお示しください。 

●八田衛生研究所長  検査機器を更新できない

場合のリスクについてお答えいたします。 

 検査機器の老朽化によって、当然に故障のリス

クは増大し、老朽化するほど交換部品の調達が困

難になるなど、修理不能となる場合も想定されま

す。 

 また、後継機器の導入を計画しても、調達には

数か月の期間を要するなど、その間、衛生研究所

の検査機能が失われます。その場合、市の施策に

必要な科学的根拠を提供できなくなり、市民の不

利益につながることが懸念されます。 

●篠原すみれ委員  ただいまの答弁で、適切な

時期に検査機器を更新することができない場合、

衛生研究所の検査機能が失われる可能性や、その

影響が市民生活に及ぼす可能性があることについ

て明らかとなりました。 

 この事態を深刻に受け止め、私たち市民が安心

して生活できるよう、必要な検査を確実に実施で

きる体制の整備を強く求めます。 

 次に、建物などの修繕や維持管理に関する認識

について伺います。 

 先月、厚生委員会の市内視察において本研究所

を訪問したところ、建物や設備の老朽化、破損が

著しく進み、必要最低限の修繕さえも行えていな
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い深刻な状況にあることを確認いたしました。建

物の老朽化による複数の水漏れ箇所もあり、工事

業者からは、排水管の全面更新が必要との指摘も

あったと伺っております。 

 本研究所は、市民の生命と安全を守る上で重要

な役割を担う施設です。しかしながら、現状の施

設環境は、安全かつ確実な検査、研究を行うには

極めて危うい状況にあり、一刻も早い改善が必要

であると強く感じております。 

 そこで、質問ですが、建物と設備の修繕や維持

管理について、現時点でどのような認識をお持ち

でしょうか。 

●八田衛生研究所長  建物等の修繕や維持管理

に関する認識についてお答えいたします。 

 施設の老朽化による漏水の発生の原因は、空調

機の排水パイプの金属腐食が主な原因であり、こ

れを解決するためには、パイプの交換工事が必要

との報告を受けております。 

 現在は、漏水箇所に緊急のバイパス管を設置し

たり、予期せぬ漏水に備えて、検査機器類に覆い

をかぶせて養生するなどの工夫で対処しておりま

す。 

 今後も検査研究機関としての機能を維持するた

め、施設の老朽化の課題を含めて、適切な対応を

検討してまいりたい。 

●篠原すみれ委員  ご答弁にあった、さらに漏

水が起きてしまったときに備えて検査機器にビ

ニールをかぶせている光景は、工夫した対処と

おっしゃいましたけれども、実際に本研究所で見

てみると、このような場所で研究や検査をしてい

るんだと驚きを隠せません。 

 私たち市民の安全・安心はもとより、現場で働

く皆さんが大きな負担を強いられている状況にあ

るとも考えます。１日でも早く、働きやすい環

境、安心して研究や検査ができる体制になること

を求めます。 

 もともと、衛生研究所は、全国全ての自治体に

設置されているものではありません。本市におい

ては、1962年に、衛生行政の科学的・技術的中核

機関として、衛生試験所が設置され、1973年に

は、現在の札幌市衛生研究所に名称が変更され、

条例に基づく設置機関となります。 

 市民が安心して暮らせるよう、本研究所では、

健康や生活に関する試験・検査、これに関連する

調査・研究、情報の発信、そして研修・指導の四

つを柱とした業務を行っています。 

 また、ホームページには、日頃から技術や手法

の研さんを積むとともに、保健所など、行政機関

や研究機関などとの連携を大切にし、機能充実に

努めているとも明記されています。 

 しかしながら、現状の建物や設備の状況では、

その能力を十分に発揮できているのか大きな懸念

があります。ただいまの質疑で取り上げた検査機

器の更新や設備の維持管理については、市民の安

全・安心を守る上で、喫緊に対応が求められる課

題です。本研究所がかつて国内外で草分け的な自

治体研究機関であったこと、そして、これからも

市民の生活にとって必要不可欠な存在であること

を申し述べ、次の質問に移ります。 

 最後、大きな３項目め、札幌市におけるアドバ

ンス・ケア・プランニング（ＡＣＰ）、人生会議

の普及啓発について質問いたします。 

 まずは、現在の取組内容についてです。 

 アドバンス・ケア・プランニング、いわゆるＡ

ＣＰとは、病気や介護が必要になった場合に備

え、本人が大切にしたいこと、誰とどのように過

ごしたいか、どのような医療やケアを望むかにつ

いて、あらかじめ考え、信頼できる人や医療・介

護従事者と繰り返し話し合い、共有することを言

います。また、本人による意思決定を支援する取

組でもあります。 

 2018年に、厚生労働省で人生会議という愛称が

決定され、キャッチフレーズは、「人生会議して

みませんか」です。また、11月30日を、「いい看

取り・看取られ」として、人生会議の日とするな

ど、国は普及啓発に取り組んでいるところです。 

 本市でも、人生会議の普及啓発に取り組んでい

るものの、地方自治体では十分な予算措置が難し
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く、なかなか浸透していないのが現状です。 

 2024年に実施された市民意識調査においても、

ＡＣＰを知っていると回答した札幌市民は、僅か

6.5％にとどまっております。年齢に関係なく、

元気なうちに、笑顔で語り合える段階から、自分

の人生を話し合っておくことが大切と考えます。 

 そこで、質問ですが、札幌市ではＡＣＰに関す

る市民への周知、普及啓発について、どのような

取組を行っているのか伺います。 

●高田医療政策担当部長  ＡＣＰの市民への周

知、普及啓発の取組についてのご質問かと思いま

す。 

 市民が安心して健やかに暮らすためには、もし

ものときに自らが望む医療やケアについて、家族

や身近な人などと話し合う取組であるＡＣＰの普

及が極めて重要であると認識しております。 

 このため、令和６年３月に策定いたしました

さっぽろ医療計画2024に、ＡＣＰの普及推進につ

いて盛り込んでおりまして、札幌市医師会と連携

した講演会のほか、出前講座、ホームページによ

る情報発信、医療ソーシャルワーカー協会の協力

による講師派遣などの取組を計画的に進めていく

こととしております。 

●篠原すみれ委員  市民向け講演会や出前講座

で、また、ホームページによる情報発信などを

行っていると答弁にございました。 

 一方で、これらの取組は、主体的にＡＣＰにつ

いて調べよう、学ぼうと思う市民に届くものが中

心と思います。そのため、ＡＣＰという言葉や概

念自体を知らない多くの市民にとっては、まずは

知らない方に知っていただくための情報発信や仕

組みが不足しているのではないかと感じます。そ

して、そのことが普及啓発における課題です。 

 他都市の事例では、横浜市において、ＡＣＰを

広めるためのツールとして、もしも手帳を発行し

ております。自分や家族が、もしも病気や事故な

どで意思を伝えられなくなったときのためのもの

であり、あなたのこと、もしものときに考えたい

ことなどの項目があり、気軽に話し合うために使

用できるツールとして発行されています。 

 また、動画配信サイトの活用などで、さらに分

かりやすくドラマ化されており、ＡＣＰを知らな

い幅広い層にも届きやすい、効果的な手法を取り

入れている例が見られます。私もドラマを見まし

たが、日常生活の中での何げない会話から始まる

ものであるということがよく分かりました。 

 そこで、質問です。札幌市としても、まずはＡ

ＣＰという考え方があることを知ってもらえるよ

うなアプローチを強化し、より効果的な手法を取

り入れながら、一層推進していくべきと考えます

が、見解を伺います。 

●高田医療政策担当部長  ＡＣＰのより効果的

な普及啓発の手法についてのご質問かと思いま

す。 

 委員からのご指摘のとおり、市民のＡＣＰの認

知度を向上させるためには、これまで無関心で

あった人や、現役世代も含めた幅広い層の関心を

集める啓発が必要というふうに認識しておりま

す。 

 そのため、庁内の関係部局などとも連携しなが

ら、様々な機会を捉えまして、普及啓発を推進し

ていくとともに、今、ご紹介のありました、他自

治体の取組等も参考にしながら、より効果的な啓

発方法を検討してまいりたいと考えております。 

●篠原すみれ委員  最後に要望です。 

 人生の最後の話は切り出しにくく、特に体調を

崩してからは、本人も周囲も話題にしづらいもの

です。 

 遺言書やドナーカード、エンディングノートと

は、思いを形にするという点では共通しておりま

すが、それぞれ目的や法的性質が異なります。こ

のように、ＡＣＰの言葉や概念を周知、啓発する

ことはもちろんのこと、人生の最後に関わるツー

ルは数多くあり、その目的や活用方法が十分に理

解されない懸念もあります。こうしたツールの違

いや意義を分かりやすく伝えていくことが重要で

す。 

 ＡＣＰの最大の目的である、自分らしく生きる
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ために考えることは、心身の充実にもつながり、

本市が重視する多様性の尊重にも通じるもので

す。 

 市民がＡＣＰをより理解しやすくするための工

夫も求められます。先ほどの質疑でも触れた横浜

市のもしも手帳は、その一つの好事例であり、他

の自治体でも応用可能とのことです。市民に伝わ

りやすい工夫の一つとして、検討の余地があるの

ではないかと考えます。 

 ＡＣＰの理念が地域に広がり、病院や施設、自

宅など、どこでも人生会議が自然に行われるよ

う、身近に感じられる普及啓発を要望いたしまし

て、私からの全ての質問を終わります。 

●熊谷誠一委員  私からは、救急医療ＤＸ化の

成果についてお伺いさせていただきます。 

 我が会派では、１分１秒でも早く適切な医療に

つなげることができれば助かる命があると、また

後遺症が軽減できるという思いから、また、受入

先の医療機関がなかなか見つからないという事案

が発生していた、そういった様々なことから、改

善のための取組になり得ると、これまで救急医療

ＤＸ化について、期待を持って質問させてきてい

ただいたところでございます。 

 令和５年１定で質問させていただきましたけど

も、当時、札幌市の救急医療体制は、超高齢化の

進展や多様化する患者像を背景に、救急搬送事案

そのものが年々増加傾向にある中、医師の働き方

改革への対応といった、構造的な課題にも直面

し、大変厳しい状況であると確認させていただい

ております。 

 こうした複合的な課題に対して、限られた医療

資源をより有効に活用するための仕組みづくりと

して、医療分野のデジタル化を推進するシステム

の導入は、救急搬送の効率化や医療提供体制の構

築を図る上で、大変意義深いものであると考えて

おります。 

 救急搬送を支援する救急医療の見える化システ

ムは、令和６年２月に本運用を開始し、既に１年

以上が経過したところでございます。先般、第一

部決算特別委員会の消防局関係においても、関連

する取組の質疑に立ちましたけれども、救急搬送

において一定の効果があったと伺っており、救急

患者を受け入れる医療機関においても、現場での

運用が進む中で、様々な効果やさらなる改善点が

見えてきているものと推察するところでもござい

ます。 

 そこで、質問ですけれども、患者を受け入れる

ための救急医療体制において、本システムの具体

的な導入効果等について、札幌市の認識を伺いた

いと思います。 

●高田医療政策担当部長  救急医療見える化シ

ステムの導入効果についてのご質問かと思いま

す。 

 システムを導入した医療機関からは、搬送され

てくる患者の容態について、文字情報や写真など

で正確に確認できるようになり、患者の受入決定

や、病院到着前の事前準備などにおきまして、効

率化が図られているとの評価をいただいていると

ころでございます。 

 また、救急搬送患者の発生状況や受入状況が、

医療機関の間でリアルタイムに共有されること

で、入院を必要とする中程度の患者に対応する二

次当番病院への効率的な搬送につながっておりま

して、また、重篤な患者に対応する三次救急医療

機関などの負担も軽減されているところでござい

ます。 

 さらには、搬送や受入れの状況に関するデータ

を医療機関と共有することで、それぞれの医療機

関は、自院の患者受入状況を分析することが可能

となっておりまして、受入能力の向上にご活用い

ただいているというところでございます。 

●熊谷誠一委員  ありがとうございます。導入

によって一定の効果が示されたということでござ

いましたので、引き続きよろしくお願いしたいと

思います。 

 次に、同時期に開発導入された、もう一つのシ

ステムについて伺いたいと思います。 

 救急医療体制を維持するためには、超急性期に
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おいて、一定の治療を終えた患者さんが、次の段

階、医療機関にスムーズに移行して、次の救急搬

送に備えることができることが重要でありまし

て、急性期救急医療機関から後方支援医療機関へ

の転院調整を円滑に行うための支援も、一連の流

れの中で重要と認識しております。 

 札幌市では、これについても、転院調整システ

ムを開発し、令和６年４月から運用を開始してい

ると認識しております。 

 そこで、質問ですが、転院調整支援システムに

ついて、その導入効果等がどうであったのかお伺

いしたいと思います。 

●高田医療政策担当部長  転院調整支援システ

ムの導入効果についてお答えいたします。 

 転院調整支援システムは、９月末の時点で、救

急医療機関と後方支援病院と合わせて90の施設で

利用されております。運用開始以来、103名の患

者が本システムにより転院しているところでござ

います。 

 また、救急医療機関からは、連携する後方支援

病院が増えたとの声があるほか、後方支援病院か

らは、空床情報の共有による病床の有効活用につ

ながったとの評価もいただいているところでござ

います。 

 一方で、利用登録した医療機関へのヒアリング

におきましては、電子カルテシステムと連携して

おらず、患者情報の入力に若干の手間があるとの

指摘があったほか、利用が一部の医療機関に限ら

れておりまして、地域連携に広がりがまだ見られ

ていないなどの課題も明らかになっているところ

でございます。 

●熊谷誠一委員  ありがとうございます。 

 ただいま答弁があったように、これらのシステ

ムの導入により、一定のよい効果があった一方

で、運用を進める中で、新たな課題が見えてきた

というところでございました。 

 本システムが真に目指すところは、救急現場に

おける課題や改善点を、まさに見える化していく

ことにあり、その最も大きな意義は、日々集積さ

れる膨大なデータを活用し、救急医療体制の継続

的な見直しを不断に行っていく点にあると認識し

ております。 

 そこで、質問でございますけれども、これらの

システムによって集積されるデータをどのように

活用し、今後の救急医療体制の強化につなげてい

くのか、具体的な方針についてお伺いします。 

●高田医療政策担当部長  システムによって集

積されるデータの活用、それから、今後の具体的

な方針についてのご質問かと思います。 

 救急医療見える化システムでは、今後、大学等

と連携いたしまして、札幌市全体の救急患者の動

態や医療機関の受入状況などのデータを分析する

ことで、医療需要の変化に合わせた救急医療体制

の最適化に活用してまいりたいと考えておりま

す。 

 また、転院調整支援システムにつきましては、

効率的な転院調整を実現するための運用モデルの

見直しを進めるとともに、情報発信を強化するこ

とで、利用の増にもつなげてまいりたいと考えて

おります。 

 さらには、将来的に予定されております電子カ

ルテの標準化など、国による医療ＤＸの動向も参

考にしながら、これらの取組を推進することで、

切れ目のない、より質の高い医療提供体制の構築

に向けて取り組んでまいりたいと、そのように考

えているところでございます。 

●熊谷誠一委員  ありがとうございます。大学

等と連携してデータも分析していくと。さらに、

助かる命があるのではないかと期待を持って引き

続き注視してまいりたいと思います。 

 今後ますます救急搬送の需要は高まっていくこ

とが想定されております。冒頭述べたとおり、１

分１秒でも早く適切な医療につなげることができ

ますよう、そのために受入医療機関の決定に多く

の時間がかからないよう、救急医療のＤＸ化には

期待しておりますので、引き続き不断の努力をよ

ろしくお願いしたいと思います。 

 また、答弁の中にもありました参加医療機関、



 

- 126 - 

こちらの拡大のほうにもしっかり取り組んでいた

だいて、また、現場の意見ですね、電子カルテが

整備されていない、また、入力に手間がかかる

等、様々な問題も浮き彫りになっておりますの

で、ここも意見を伺いながら、よりよいものに改

善していっていただくことを要望いたしまして、

私からの質問を終わります。 

●佐藤 綾委員  私からは、子ども医療費の窓

口負担の撤廃と、ひとり親家庭等医療費助成の対

象拡大について質問をいたします。 

 まず、子ども医療費助成の窓口一部負担の撤廃

について質問いたします。 

 札幌市では、今年度から子ども医療費助成の対

象を高校３年生へと拡大いたしました。市民が待

ち望んでいたことが実現し、大変喜ばれておりま

す。 

 しかし、他都市では撤廃が進んでいる所得制限

と初診料の窓口一部負担が残っており、課題と

なっております。 

 我が党は、子ども医療費助成の対象年齢拡大と

ともに、所得制限と窓口一部負担についても撤廃

をするよう、2019年から質問を繰り返してまいり

ました。 

 子ども医療費の窓口での自己負担をなくした自

治体は、2022年から2024年の２年間の推移を見る

と、1,741自治体のうち、通院で1,159から1,266

へ、入院で1,248から1,358へ広がり、通院では約

73％、入院では約78％、ほとんどの自治体が行っ

ております。 

 一方、47都道府県のうち、北海道の子ども医療

費助成は大変遅れておりまして、通院は就学前、

入院は12歳の年度末、小学校６年生までしかあり

ません。道の補助が少ないため、北海道全体の市

町村の子ども医療費の助成拡大が、他県より歩み

が遅い実態がありました。 

 そこでお聞きいたしますが、子ども医療費の窓

口負担の撤廃について、北海道内の自治体ではど

のような状況であるのか。また、政令指定都市の

状況も併せて伺います。 

●小野寺保険医療部長  子ども医療費助成の窓

口負担についてお答えいたします。 

 窓口負担の無償化に係る他都市の状況について

ですが、まず、道内市町村につきましては、本年

10月現在、入院・通院ともに無償化しているの

は、179市町村のうち145市町村となっておりま

す。ほかに入院のみ無償化している町も二つある

ところです。 

 次に、政令指定都市においてですが、入院・通

院ともに無償化しているのは３市となっておりま

す。ほかに入院のみ無償化している市も10市ある

ところです。 

●佐藤 綾委員  大分道内でも進んできたと。

また、政令市のほうでも、先ほど無料は３市とい

うことでしたけれども、来年の４月から仙台市が

通院・入院とも無料となるということもお聞きし

ておりますし、また、入院だけが無料というとこ

ろと、年齢制限があるところも多いんですけれど

も、浜松市は、ゼロ歳だった通院無料を６歳まで

引き上げたということもお聞きしているところで

す。それぞれこうして確実に進められているわけ

ですけれども、道内の中核市の旭川市、函館市、

また岩見沢市などでも窓口負担をなくしておりま

す。 

 国は、18歳以下へ医療費助成を行う自治体に対

してのペナルティーを昨年４月に廃止したもの

の、窓口負担を設ける、あるいは償還払いを行っ

ている自治体には、国保の補助金で加点をすると

いう評価で、自治体に圧力をかけております。そ

れでも北海道の助成は低く、道内各市町村も財政

が豊かとは言えないけれども、子育て支援と子ど

もたちの健康のために、事業の中でも優先して

行っているということだと思います。 

 私が、今年の第１回定例市議会の代表質問で、

所得制限と窓口一部負担の撤廃を求めたところ、

市長からは、将来にわたり多額の財源が必要とな

ることから、財政状況を見極めつつ、今後も検討

するとの答弁でありました。 

 そこでお聞きいたしますが、子ども医療費の窓
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口負担撤廃のために必要な所要額について伺いま

す。 

●小野寺保険医療部長  窓口負担を無償化した

場合に要する所要額についてのご質問でございま

した。 

 高校生までの窓口負担を無償化する場合の助成

額は、年間で約6.5億円と見込んでいるところで

す。 

●佐藤 綾委員  窓口負担の受診抑制は、所得

の低い方ほど起こります。第２次札幌市子どもの

貧困対策計画策定に当たり、2021年に行われたア

ンケートで、子どもに必要な病院受診をさせな

かった経験について、あるという割合は全体で

16％であるのに対し、一番収入の低い低所得層１

で23％、低所得層２で20％と高い割合で出てお

り、中間所得層１でも17.6％と、全体よりも高く

出ております。 

 そして、受診をさせなかった理由について、お

金がなかったと答えた割合が、全体では13.1％で

あるのに、低所得層１では32.6％という高さであ

りました。低所得層２も20.2％と続いています。 

 アンケートが行われた2021年は、子ども医療費

助成の対象年齢を、前年度の小学４年生から拡大

し、４月から６年生まで拡大となった年です。ア

ンケートは、５歳、小学２年生と５年生、中学２

年生、高校２年生の保護者が対象でしたから、助

成対象の小学生の子どもであっても、病院の窓口

負担の580円が払えないがために、病院へ行けな

かったという方が、一定数、現実にいることが表

れております。 

 本市のアンケートですから、もちろんこうした

実態の認識がおありだと思います。そして、こう

した実態の改善のために、ほかの自治体、他都市

でどんどん進んでいる窓口負担撤廃について、札

幌市としても予算を確保することは、先ほど6.5

億円ということでしたけれども、それを確保する

ことは可能だと考えるものです。 

 そこでお聞きいたします。窓口負担の撤廃につ

いて全国的に進んでいる中、札幌市は取り残され

ている状況であり、その状況をどう受け止め、今

後に向けて、窓口負担撤廃に係る検討を進めてい

くのか伺います。 

●小野寺保険医療部長  窓口負担の無償化の検

討についてお答えいたします。 

 無償化に当たりましては、多額の財源の確保は

もとより、適切な給付と負担の在り方、国や他都

市の動向などを慎重に見極めていく必要があると

考えているところです。 

●佐藤 綾委員  先ほどご答弁にありましたよ

うに、他都市の状況も進んでいると、また、これ

が適切だというふうに捉えられているからだとい

うふうに思いますので、ぜひ進めていただきたい

と思うんですね。お金の心配なく病院へかかれる

ことは、子どもの健康を守り、子育ての支援の中

から、札幌市でも全国に追いついていただきたい

と思っております。 

 昨年度、所得制限の撤廃のためのシステム改

修、予算要求が行われて、残念ながら、今年度の

予算化はされませんでしたが、所得制限と窓口負

担を撤廃し、子ども医療費完全無償化の早期実現

に向けて進めていただきたいと申し上げて、この

質問を終わります。 

 次に、ひとり親家庭等医療費助成について質問

いたします。 

 札幌市では、ひとり親世帯の医療費の親への助

成について、入院だけではなく、昨年８月から通

院についても助成されました。これは大変よかっ

たと思っております。 

 ただ、入院とは違い、通院の場合、対象が非課

税世帯に限られており、課税世帯は通院助成の対

象外となっております。 

 そこで、まずお聞きしますが、ひとり親家庭等

医療費助成について、親と子のそれぞれの受給者

数と、通院助成対象となっている非課税世帯の親

の受給者数について伺います。 

 あわせて、本制度の入院・通院の、2024年度、

令和６年度決算額についても伺います。 

●小野寺保険医療部長  ひとり親家庭等医療費
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助成についてお答えいたします。 

 まず、受給者数及び助成額についてお答えいた

します。 

 本年９月末時点の受給者数ですが、親は１万

5,500人でして、このうち非課税世帯は7,400人と

なっております。また、子どもは２万2,500人と

なっております。 

 続きまして、令和６年度の助成額についてです

が、入院は１億2,400万円、通院は６億6,400万円

となっております。なお、この通院の中には親の

通院分も含まれますが、これは令和６年度途中に

制度拡充した６か月分でございまして、通年であ

れば、さらに増額となる見通しとなっておりま

す。 

●佐藤 綾委員  長く物価高騰が続いておりま

して、育ち盛りの子どもを持つひとり親にとっ

て、課税・非課税世帯にかかわらず、年々生活が

厳しくなっていると考えます。ひとり親受給者数

が１万5,500人ということでしたけれども、これ

以上の方たちもここには含まれていると思うんで

すね。 

 そして、一般的に、ひとり親家庭では、２人親

家庭と比べ、所得が低い実態があります。厚生労

働省の令和３年度全国ひとり親世帯等調査により

ますと、母子世帯の年間就労収入の平均は236万

円でした。2021年の平均年収が443万円なので、

大変な差があります。 

 そして、重症化しないよう、体調が悪いときは

早い段階で病院を受診することが、ひとり親に限

らず肝要なことですが、３割負担ですから、まず

医療費を心配します。３割負担でレントゲンを撮

る、エコーや血液検査など、一つでもすると

5,000円を超えることも間々あり、そのほか院外

薬局での薬代がかかるとなると、そうした金銭的

余裕がないというのが、物価高騰の中で増えてい

ると考えます。 

 また、ひとり親家庭の通院助成は非課税のみ

で、助成されないのは、課税対象世帯といって

も、子どもが１人の世帯では年間274万円、２人

では312万円という所得制限であり、余裕がある

とはとても思えない水準です。 

 物価高騰が続く中、親は子どものために自分の

ことは後回しにしています。体調が悪くても、医

療費がかかることから受診を控えてしまうという

場合も少なくありません。ひとり親が病気になる

と、特に子どもへの影響も大きくなることは間違

いなく、ひとり親家庭の受診抑制での影響につい

て、本市としても考え、支えるものにすべきで

す。課税対象の親も、通院の助成対象とした場

合、8,000人ほどが新たな対象となります。 

 そこでお聞きしますが、ひとり親家庭の医療費

助成について、課税世帯の親の通院についても対

象とするよう進めるべきですが、どうお考えか伺

います。 

●小野寺保険医療部長  課税世帯の親への通院

拡充についてお答えいたします。 

 さらなる拡充につきましては、将来にわたり多

額の財源が必要となることから、事業の持続可能

性などを慎重に見極めていく必要があると考えて

いるところでございます。 

●佐藤 綾委員  私の知人で、ひとり親の方な

んですけれども、数年前に、がんが進行した状態

で見つかりました。子どもがまだ小学生でした

が、体調が悪くても我慢していたそうです。入院

して手術を受ける際に、頼れる身内が近くにおら

ず、児童相談所の一時保護で子どもを預かっても

らうということにもなりました。そうした手続等

もひとり親は全て自分でしなければならない、す

ぐに入院と言われましたが、一定の時間が必要で

した。幸い今は、治療後の経過は良好ですけれど

も、こうした方を少しでも減らすよう、受診をた

めらう要因の一つである通院の費用について、助

成を入院と同様の対象とするよう重ねて申し上げ

て、全ての質問を終わります。 

●中川賢一委員長  ここで、およそ１時間委員

会を休憩いたします。 

 なお、再開時刻は、１時といたします。 
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    ―――――――――――――― 

      休 憩 午前11時57分 

      再 開 午後１時 

    ―――――――――――――― 

●あおいひろみ副委員長  委員会を再開いたし

ます。 

 休憩前に引き続き、質疑を行います。 

●村山拓司委員  私からは、先ほど佐藤委員と

同様に、子ども医療費のことについて質問させて

いただきます。 

 子ども医療費の所得制限についてです。 

 札幌市の子ども医療費助成については、いまだ

に所得制限が設けられていますが、我が会派は、

これまでも代表質問等で、度々所得制限の早期撤

廃を求めており、令和６年第３回定例会の代表質

問では、私からも早急な撤廃を求めたところであ

ります。 

 子ども医療費助成については、国の制度ではな

く、地方単独事業でありますが、子育て世帯への

経済的な支援策として、子どもがいる世帯にとっ

ては、必要度の高い制度の一つであると認識して

います。 

 市町村によって助成内容が異なりますが、近

年、所得制限を撤廃する自治体が急速に増えてお

り、政令指定都市に限っても、20市のうち17市で

撤廃している状況であります。 

 そこで、質問ですが、全国の市町村における所

得制限の撤廃の状況についてお伺いいたします。 

●小野寺保険医療部長  子ども医療費助成の所

得制限につきまして、全国の状況についてお答え

いたします。 

 令和６年４月１日現在の所得制限のある96自治

体に対しまして今後の予定を調査したところ、今

年度末時点で、高校生までの所得制限を撤廃予定

の自治体は58自治体となっております。この結

果、全国1,741自治体のうち、97.8％に当たる

1,703自治体で所得制限が撤廃される見通しと

なっております。 

●村山拓司委員  今年度末まで全国の市町村の

97.8％が撤廃する予定であるとのことでありまし

たけれども、もはや所得制限を設けないことが当

たり前でありまして、全国スタンダードと言って

も過言ではないと思います。 

 特に、転勤などにより札幌市に転入した方は、

転入前の自治体で受けられていた助成を受けるこ

とができなくなる方も多く、札幌市に引っ越して

くるまで、子ども医療費助成が受けられないと調

べもしなかったというご相談もお聞きしていると

ころであります。 

 また、昨今、賃金上昇傾向においては、本来収

入が増えることは喜ばしいことでありますが、所

得制限の基準額は変わっていないため、昨年まで

は制限内だったのに、賃金上昇のために所得制限

を超えてしまうという事態も起きております。ほ

んの僅かに所得制限を超えてしまった世帯におい

ては、賃金上昇以上に医療費の負担が重くなり、

賃金上昇前より、かえって生活が苦しくなる、言

わば逆転現象となるような家庭も増えているので

はないかと推測します。 

 所得の判定は毎年７月末に行われ、その結果、

所得オーバーになった世帯の子どもは対象外とな

りますが、私の事務所に、今年から対象外となっ

てしまい、病院代がとても重くのしかかってしま

い、病院に通う回数を減らさなくてはいけないと

いった声が届いております。この要望が届いたの

が、恐らく９月の上旬だったと思いますけれど

も、この要望書を、せっかくの機会なので、全て

読ませていただきます。ちょっと攻撃的という

か、とげのある箇所もありますが、事実を歪曲す

るわけにはいけないので、このまま読ませていた

だきたいと思います。 

 札幌市議会議員 村山拓司様。突然、お手紙を

差し上げて申し訳ございません。また、訳あっ

て、匿名とさせていただくことをご容赦くださ

い。私は、札幌市西区で２人の小学生の女の子を

育てる母親です。私たち家族は、夫が働き、私は

専業主婦ですが、今回、夫の所得が上がったた

め、札幌市の子ども医療費助成の対象から外れま
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した。私と夫は、いわゆる年の差夫婦で、夫は大

企業とか外資系企業勤務で何千万円という高給取

りなわけではなく、市内の中小企業に勤める普通

のサラリーマンですが、年齢による年功序列と多

少それなりの役職になったため、年収が1,000万

円ほどとなり、今回からぎりぎり医療助成の対象

外となったものです。日々の生活やローン、現在

の教育費だけではなく、先が見えてきた夫の退職

後の生活や、その時期に備えての教育費の貯蓄を

考えると、決して余裕のある生活ではありませ

ん。よそ様と比較することではないかもしれませ

んが、たまたま知り合いに、２人とも公務員の夫

婦の方がおり、この話題で話したところ、その家

庭は、それぞれ800万ほどの年収ですが、主たる

世帯主の所得で判断するので、医療助成の対象と

なっているとのこと。その家庭とは、家族構成は

同じです。ですが、世帯での年収は1,000万円と

1,600万円です。これが1,000万円の世帯は対象外

で、1,600万円の世帯は対象となるのです。あま

りに不公平ではありませんか。今回いろいろと調

べました。確かに、扶養家族が増えると所得制限

額が上がるのですが、その額は僅かです。例え

ば、もっと扶養家族がいることによる制限額を大

きく上げてくれればいいのかもしれません。で

も、根本的な問題は、ほかの大都市や北海道の中

の市町村でも、そもそも所得制限を撤廃している

ところが多い中、いまだに札幌市は所得制限を設

けていることです。これは、児童手当に所得制限

があったときの基準と同様です。しかし、その児

童手当には、既に所得制限はありません。札幌市

議会の会議録も見させていただきました。陳情が

あったり、同じ自民党の違う議員の方も所得制限

撤廃の訴えをされていました。しかし、秋元市長

の答えは、国がやるべきものです。あきれて物も

言えません。では、何から何まで国が決めてやる

のですか。何のための地方自治ですか。高校生ま

で対象を広げることはできても、所得制限は撤廃

できないのですか。私の子の１人は発達障がいの

疑いがあり、精神科のクリニックに定期的に通っ

ています。それだけでなく、親としては、子ども

の体に何か不調なサインがあれば、気兼ねなく病

院に連れていきたいのです。それが常に３割負担

となると、どうしても、少し我慢しなさい、家で

様子を見ようとなります。子どもの健康に親の所

得は関係ないのではないでしょうか。どうして、

ほかの町ができていることが、札幌市ではできな

いのですか。財政破綻でもしているのですか。村

山先生は、厚生委員会の委員長を務められている

とホームページで見ました。また、２人のお子様

を育てる父親でもいらっしゃるとのこと。同じ親

であれば、この気持ちを少しでも分かってもらえ

るかと思い、思いを届けさせていただきました。

札幌市は、子育てに優しいまちなのでしょうか。

つい最近も、近所の友人が、近隣の市町村に転居

しました。理由は、子育て支援が充実しているか

らとのこと。その町では、子ども医療費はもちろ

ん無料ですし、住宅支援などもあります。札幌市

に何から何まで求めるつもりはありませんが、子

どもの健康福祉に係る医療費助成、せめてこのく

らいは分け隔てなく、ほかの町と同様に、所得制

限を撤廃できないものでしょうか。秋元市長の公

約達成状況というものも拝見しました。鬼の首を

取ったように、高校生まで医療費助成の対象を拡

大とあります。これは、所得制限で対象外となっ

た家庭からすると、何の意味もない。今後長きに

わたり、対象外の期間が続く、むしろ腹立たしい

ものです。村山先生、この声は多くの有権者の一

部の声かもしれません。しかし、今、共働き家庭

が増えたとはいえ、まだまだ事情があり、専業主

婦という家庭もあるのです。そこでは、夫が頑

張って、少しでも収入を上げようと努力していま

す。でも、そうして頑張った結果が、このような

子ども医療費助成の対象外という結果です。我が

家では、本当にこの札幌市長の発言に憤りを感じ

ております。どうか札幌市政に対して、市議会の

先生方から強く見直しをするよう働きかけていた

だきたいと願っております。今回匿名でお手紙を

差し上げましたので、無論、返信回答などは結構
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です。ですが、このような声なき声を公の場に届

けて、多くの、いや、全ての子育て世帯が、安心

して子育てをできる札幌市にしていただくことを

信じております。西区在住２児の母ということで

ありました。 

 こういったような方がいらっしゃるように、所

得が増えて、実際に子ども医療費の資格喪失に当

たったケースというのが、この方に限らず、結構

増えているのではないかなと思っておりまして、

そこで、質問なんですけれども、今回のこの所得

判定において、新たに対象外となった子どもの人

数は、昨年と比べて増えているかどうかについて

お伺いいたします。 

●小野寺保険医療部長  所得制限超過による資

格喪失者数についてお答えいたします。 

 毎年の所得判定、いわゆる、年次更新の際に、

新たに対象外となったお子さんは、昨年度は

4,132人、今年度は6,330人となっておりまして、

約2,200人の増となっております。 

●村山拓司委員  資格喪失者が増加していると

のことでありましたけれども、賃金上昇を喜ぶ若

い世帯に、冷や水を浴びせるような事態は好まし

いことではありません。 

 資格喪失となってしまった場合、子どもも大人

と同じように医療費を負担しなければなりません

が、そのことで家計の負担がどれくらい増えたの

か、金額を算出することは難しいと思います。 

 しかし、対象になっていれば、助成を受けられ

たはずでありまして、今回、この対象となってい

る子どもが受け取っている平均的な助成額という

のが、対象外とされた家計の負担増そのものと

なっているとも言えるわけであります。 

 そこで、質問ですけれども、現在、子ども医療

費助成を受けている子どもの１人当たりの助成額

は幾らなのかお伺いいたします。 

●小野寺保険医療部長  受給者１人当たりの助

成額についてお答えいたします。 

 子ども医療費の助成額は、年齢が上がるにつれ

下がっていく傾向がございますが、令和６年度の

全年齢平均の１人当たり助成額は、約３万2,600

円となっております。 

●村山拓司委員  １人当たり３万2,600円とい

うことでありましたので、例えば、お子さんが２

人いれば６万5,000円、３人いれば10万円が、助

成が受けられず、家庭の負担となっているわけで

あります。 

 一生懸命働き、多くの税金を納め、たくさんの

子どもを育てている家庭ほど恩恵が受けられなく

なる現状は、やはり改善が必要であると思いま

す。 

 また、札幌市も所得制限の撤廃に向けて検討を

進めておりまして、現に、昨年度の予算要求の概

要の中には、撤廃に向けた関連経費の要求が初め

て盛り込まれましたけれども、財源確保のめどが

立たず、残念ながら予算化は見送られることと

なったということであります。 

 先ほど、政令市の中で、20都市中17都市がもう

適用されているという話でしたけれども、残りの

３都市というのが、札幌市と広島市と相模原市な

んですね。この所得制限を撤廃することで10億円

ぐらいの予算が必要ということで聞いております

けれども、例えば、相模原市に関しては、中学校

３年生までのお子さんは所得制限なしで対象と

なっていて、それ以上、高校生のお子さんだけ所

得制限がかかるというような段階的な措置を踏ん

だりしておりますので、例えば、札幌市が10億円

確保するのがなかなか難しいということであれ

ば、先ほどお手紙にあったような、小学生までを

助成の所得制限なしにして、中学生、高校生まで

を所得制限ありというような、段階的な措置も踏

むことができると思うので、この辺もしっかり対

応していただきたいと思いますし、まずは、子ど

も医療費が所得制限撤廃されるまで、しっかり注

視してまいりたいと思っておりますので、引き続

きよろしくお願いいたします。 

●たけのうち有美委員  私からは、歯科口腔保

健対策のうち、札幌市成人歯科健診事業と小学校

におけるフッ化物洗口モデル事業の大きく２項目
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について伺います。 

 初めに、大きな１項目めの札幌市成人歯科健診

事業について伺います。 

 生涯にわたる歯と口の健康づくりは、おいしく

食事を味わい、会話を楽しむなどといった、健康

で豊かな生活を送る上で重要な役割を果たしてい

ることは、誰もが理解するところです。 

 市民の歯と口の健康を守るためには、全ての市

民が、子どもの頃からかかりつけ歯科医において

定期的に歯科健診を受け、虫歯や歯周病の早期発

見、早期治療につなげていくことが大変重要で

す。 

 国においても、経済財政運営の基本方針、いわ

ゆる骨太の方針に、国民皆歯科健診の推進が明記

され、昨年、市町村が実施主体となる歯周疾患検

診事業においても、これまでの40歳、50歳、60

歳、70歳に加えて、新たに20歳、30歳も対象年齢

に追加されたところです。 

 札幌市においても、今年度より対象年齢が拡大

され、名称についても、若い世代へ歯周病だけに

限らない歯科健診を行うことをアピールするた

め、札幌市成人歯科健診と名称を変更したとのこ

とです。 

 しかし、成人歯科健診の受診率については、低

調な状況にあると伺っています。他の自治体では

個別勧奨の方法を工夫し、がん検診の受診券と歯

周疾患検診の受診券が一体となっていたり、自己

負担の無料化を行うなどの工夫によって、比較的

高い受診率を実現している自治体もあります。 

 札幌市においても、市民の口腔の健康を守り、

健康寿命を延伸するためには、成人歯科健診の受

診率の向上に向けた取組は、大変重要であると考

えます。 

 そこで質問ですが、札幌市における成人歯科検

診の受診率の現状は、どのようになっているの

か。また、全国の受診率、他の政令市の受診率と

比較し、札幌市の現状をどのように認識している

か、伺います。 

●秋野歯科保健担当部長  歯科口腔保健対策の

うち、札幌市成人歯科検診事業についてお答えを

いたします。 

 まず、成人歯科検診の受診率の現状と認識につ

いてでございますが、令和６年度の受診者数は

4,049人であり、受診率は3.7％となってございま

す。前年度の2.9％に比べ、上昇しております

が、全国平均である５％は下回っている状況と

なってございます。 

 ほかの政令市の受診率につきましては、１％程

度から10％を超える自治体もあるなど、様々な状

況ではございますが、令和６年度の仙台市の受診

率は14.9％、名古屋市は11.9％など、比較的高い

受診率を実現している市もありますことから、札

幌市におきましても、受診率の向上に努めていく

必要があると認識しております。 

●たけのうち有美委員  残念ながら、札幌市の

受診は全国平均よりも低い状態にあること、そし

て、14.9％、11.9％という受診率を実現している

政令市もあるとのことでありました。 

 そこで質問ですが、このような現状を踏まえ、

成人歯科検診の受診率の向上に向け、課題をどの

ように認識し、今後どのように取り組んでいくつ

もりか、伺います。 

●秋野歯科保健担当部長  成人歯科検診の課題

と今後の取組についてお答えをいたします。 

 まず、成人歯科健診の課題につきましては、全

体の受診率の向上も大変大きな課題でございます

が、特に、今年度より対象年齢として追加をされ

ました20歳、30歳の受診率の向上を、重要な課題

として認識をしてございます。 

 若い世代の歯周病の罹患率は低いですけれど

も、生涯を通じまして、歯と口腔の健康を守るた

めには、早くから歯科検診を受診していくことが

重要であると考えております。 

 今後は、ウェブを活用した若い世代に特化した

普及啓発の実施や市内の大学や専門学校とも連携

をいたしまして、20歳の学生に普及啓発を行うな

ど、様々な機会を活用いたしまして、受診率の向

上に努めてまいりたいと考えております。 
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●たけのうち有美委員 20歳、30歳の対象、まだ

始まったばかりでありますけれども、なぜ受診率

が低いのか、その理由もしっかり探っていただき

たいと思います。生涯を通じて、歯の健康を守っ

ていくため、他自治体の先進事例を参考にするな

ど、取組を進めていっていただきたいと思いま

す。 

 次に、小学校におけるフッ化物洗口モデル事業

について伺います。 

 これまでも、我が会派は、子どもたちの歯と口

腔の健康を守ることは大変重要であり、フッ化物

だけではなく、適切な食習慣、歯磨きによる口腔

清掃が大切であり、いかに家庭へのサポートがで

きるかが大きな課題となっていること。そして、

歯と口腔の健康は、虫歯がないということだけで

はなく、歯肉や歯周清掃状態、かみ合わせなども

含みますけれども、保護者がフッ化物応用の利用

だけをしていれば、虫歯にならないと誤解をしな

いよう取り組むことの重要性も指摘してきまし

た。 

 また、小学校におけるフッ化物洗口において、

教職員の負担が増えれば、子どもに向き合う時間

が減り、子どもへの対応に影響が出てしまうこと

を、強く危惧しています。 

 今、学校現場は、子どもに向き合う時間をどう

やって確保するかということが課題になっている

ことは、もちろんご存じであると思います。何か

をやめなければいけない。何をやめるか。でも、

どれも子どもに必要ということで、現場は非常に

頭を悩ませていると思います。 

 また、2024年度の予算特別委員会においても、

モデル事業について確認しましたが、札幌市のモ

デル事業では、外部人材を活用し、教職員の負担

軽減を図るとの答弁でありました。 

 そこで質問ですが、モデル事業のこれまでの実

績、また、外部人材の活用状況など、教職員の負

担軽減に、どのように取り組まれているか、伺い

ます。 

●秋野歯科保健担当部長  フッ化物洗口のモデ

ル事業の実績と教職員の負担軽減についてお答え

をいたします。 

 フッ化物洗口モデル事業につきましては、市内

の四つの小学校におきまして、昨年10月より開始

をしておりまして、児童の参加率は４校全体で、

７割弱となっている状況でございます。 

 教職員の負担軽減につきましては、シルバー人

材センターにフッ化物洗口の洗口液の作成や器具

の洗浄、後片づけなど、特に業務負担が大きい作

業を委託いたしまして、実施しているところでご

ざいます。 

 モデル校からも、これらの準備作業等を外部人

材が担うことにより、おおむね順調にフッ化物洗

口が実施されていると聞いているところでござい

ます。 

●たけのうち有美委員  現在のモデル校におい

ては、おおむね順調に実施されているとのことで

ありました。 

 児童の申込みについては７割弱とのことです

が、事前に保護者宛てに発出した文書には、参加

は希望制とし、参加しないことによる不利益はな

いこと。希望調査の締切後でも、家庭の判断で、

新規参加や中断をすることは可能とありましたの

で、保護者がきちんとこの点について理解できる

ようにお知らせをしているということが分かりま

した。 

 しかし、業務については、一例ではありますけ

れども、教職員から子どもへの指導の際に時間を

計る。そして、教室で洗口を実施する際、予期せ

ぬ子どもたちの動き、これは毎日、毎時間あるこ

となんですけれども、そうした対応など、実際に

は業務負担と言えるかと思いますけれども、そう

いった場面もあるという声を聞いています。 

 また、体育館での集合形式により実施したほう

が、比較的スムーズであるという意見もあること

から、運用方法の工夫が求められていると認識し

ています。 

 そこで質問ですが、現段階として、このような

課題に、どのように対応していくつもりか、伺い
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ます。 

●秋野歯科保健担当部長  教職員の業務負担や

実施場所の課題への対応についてお答えをいたし

ます。 

 教職員による子どもたちの見守りなど、教職員

の役割が一部生じるのは事実でございますが、特

に、業務負担が大きい洗口液の作成や機具の洗浄

等については、外部人材の活用等によりまして、

教職員の業務負担の軽減に引き続き努めてまいり

たいと考えてございます。 

 フッ化物洗口を実施する場所につきましては、

現在のモデル事業では、学校の実情に応じまし

て、教室、教室横の廊下、体育館などを学校が選

択をして実施をしてございます。 

 ほかの自治体でも、実施場所ごとに移動に要す

る時間の確保や実施しない児童への対応など、メ

リットとデメリットがあると聞いているところで

ございます。 

 今後、それぞれの実施場所のメリットやデメ

リットなどを整理したマニュアルを作成いたしま

して、学校がそれぞれの実情に応じて、適切に選

択できるよう支援をしてまいりたいと考えており

ます。 

●たけのうち有美委員 学校現場では、週１回と

はいえ、準備、後片付けまでを含めれば、フッ化

物洗口にかかる数十分を、年間通してタイトな日

課の中で、どこで生み出すかというのは、大変大

きな負担になっていると思います。 

 まずは、モデル事業において、教職員の負担軽

減が確実に実現できるのかなど、しっかりと検証

し、拙速に進めることのないよう求めます。 

 繰り返しになりますけれども、歯と口の健康状

態は、決して虫歯だけを指すのではなく、歯肉、

歯周清掃状態、かみ合わせなども含まれます。学

校健康診断はスクリーニングですけれども、これ

らの項目が実施をされています。 

 令和５年度学校保健統計調査によると、札幌市

立学校のデータですけれども、例えば、かみ合わ

せに異常があるのが、小学生も中学生も平均三、

四％います。これらは、フッ化物では改善しませ

んので、やはり、かかりつけ医による定期的な

チェックというものが必要と考えます。 

 また、札幌8020プランでは、10本以上の虫歯が

ある、いわゆる口腔崩壊について、次のように書

かれています。歯科疾患の発生要因は、虫歯の原

因菌と、それに関する食習慣やブラッシング習慣

といった生物学的要因と、貧困や家庭環境などの

社会的決定要因があります。時間的、経済的な余

裕がないため、低所得者ほど、歯科受診をしな

い。幼少期に虐待を受けた高齢者は、残存歯数が

少ないとの調査報告があり、社会的決定要因によ

る口腔の健康格差は、自己責任で解決することが

困難です。 

 だからこそ、学校にフッ化物洗口を入れるな

ど、学校に頼るだけではなく、１人でも多くの虫

歯を持つ子ども、こういった子どもへのサポー

ト、そして、家庭へのサポート、どのように家庭

とつながっていくかということを、保健福祉局が

中心となって、考えていっていただきたいと思い

ます。 

 プランでは、全国での順位や全国平均との比

較、札幌市の子どもたちの歯の状態について取り

上げています。全国平均との比較などは、ある程

度の目安となるかもしれませんが、今の子どもた

ちは、学力テストで学力を比較され、体力テスト

では体力を比較され、そして、歯の健康面では、

虫歯の数について比較されるなど、常に数値で見

られ、比較をされています。これは、子どもの成

長にも非常に不安だなというふうに思います。 

 子どもの健康を守るのは、もちろん大人の大切

な役割ではありますが、大人の物差しで比較する

のではなく、順位や平均値を上げるためではな

く、子どもたち自身が自分の体に興味を持った

り、考えたり、守ることができるよう、札幌市と

して、一人一人の子どもたち、そして、家庭をサ

ポートできる施策を進めることを求めて、私らか

らの全ての質問を終わります。 

●竹内孝代委員  私からは、先日の代表質問に
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続きまして、衛生研究所の機能強化について質問

をさせていただきます。 

 今回の我が会派の代表質問において、命と健

康、平穏な暮らしを守るための取組に向けて、新

興感染症の検査機能を強化すべきと主張をさせて

いただきました。 

 札幌市の答弁では、新興感染症の発生など、健

康危機に対応するためには、平時から検査機能の

維持強化を図るなど、しっかりとした体制を構築

することが、重要だと認識しているとの答弁をい

ただいたところであります。 

 本市の衛生研究所は、市民の命と健康を守るべ

く、日夜、研究分析に注力をされ、特にコロナ禍

においてはその使命を全うされるなど、これまで

多大なる貢献をしてきた、そういう存在だと承知

をしております。 

 そのような中、午前中の質疑でも出ておりまし

たけれども、先般、厚生委員会による衛生研究所

の視察がございました。参加しました我が会派の

小口委員からは、多々不安な点が見られたと。具

体的には、天井の水漏れ数か所を複数確認、さら

に、クリーンルームにはエアコンがないなど、憂

慮すべき点、こうしたものが見受けられ、劣悪と

言ってよい研究、検査環境に感じたということで

ありました。 

 また、大幅な人員削減もあったということで、

職員の姿も少なく、試験室が閑散とした印象で

あった。マンパワーが不足しているのではないか

と、大変心配だという報告もあったところであり

ます。 

 今回の代表質問の答弁の中では、機材の導入や

人員の確保等に努めた上で、実践型訓練の実施な

どにより、人材育成を進め、検査機能を十分発揮

できるよう努めるとの回答もありました。 

 さきに述べたような現状の打開とともに、今

後、人材の育成というのは、急務であると伺って

おります。例えば、繰り返しの訓練やクロス

チェックを行うなど、数多くの経験を重ね、標準

的な検査法が応用できるまでに技術力を上げて、

学会などで発表できるレベルにまで技術を習熟さ

せる過程を経て、未知なる感染症分析などにも対

応ができる、そうした人材が育つのではないか

と、我が会派は考えております。 

 そこで、まず初めの質問ですが、代表質問の答

弁にもあり、また、新興感染症に対応するために

策定をされた衛生研究所健康危機対処計画にも明

記をされた、実践型訓練、大変重要だと思ってお

ります。どのような内容なのか、具体的にお伺い

いたします。 

●八田衛生研究所長  衛生研究所の機能強化に

ついて、実践型訓練の内容についてお答えいたし

ます。 

 実践型訓練の目的は、新興感染症の発生に備

え、衛生研究所の人材を育成することでありま

す。この訓練は、今年度から開始し、年に複数回

の実施を予定しております。８月には、国立感染

症研究所及び地方衛生研究所全国協議会との連携

で、中近東で流行する新型コロナウイルス感染症

類似疾患、いわゆる中東呼吸器症候群を想定した

実戦型訓練を実施いたしました。 

 さらに今年度中に、検体搬入からリスト化、検

査、結果取りまとめといった検体取扱いの流れを

再確認する訓練や、所内のウイルス検査未経験職

員に向けた実技訓練を予定しております。 

●竹内孝代委員  我が会派の小口委員は、前職

時代に技術者、また研究者と、そうした経験から

これまで、様々な観点から質疑を重ねてきたとい

うふうに聞いております。 

 特に昨年の第１回定例会の質疑での答弁では、

ウイルス検査、またゲノム解析を可能とする職員

の育成には、長期に及ぶ実践的な技術教育が必要

であるといった考えも示していただいたというふ

うに聞いております。 

 今、答弁いただきましたけれども、自治体内部

での訓練にとどまらず、国立感染症研究所、ま

た、全国の地方衛生研究所と連携というのは大変

に重要であり、また技術者の育成を進める体系と

なっているということでありました。こちらにつ
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いては、高く評価をさせていただきます。まさ

に、公的検査機関でしかできない、そうした検査

技術向上のための高度かつ実践的な内容ではない

かなというふうに思います。 

 また、コロナ禍をきっかけに、国や地方自治

体、また国立感染症研究所、地方衛生研究所、相

互のより一層の連携強化が進められているという

ふうに十分承知をしておりますけれども、地方技

術者の育成にまで、全国的な連携の広がりが進め

られているということが大変重要で、そうした取

組をしているということは理解をいたしました。 

 その上で申し上げますけれども、分析には、定

性分析と定量分析があり、定性分析の技術向上は

もちろんですが、それ以上の技術を必要とする定

量分析には熟練が必要だと聞いております。 

 例えば、統計手法で、再現性を６シグマで評価

し、検出限界の向上を10シグマの観点からアプ

ローチするなど、大変専門的なお話で申し訳あり

ませんけれども、分析技術を統計学的に処理す

る、こうしたことが大変有効であるというふう

に、小口委員は主張しております。 

 こうした様々な訓練を継続しながら、新興感染

症の検査に対応できる人材を育成し、そして、確

保するということが、大変重要だと考えておりま

す。 

 当然ながら、この試験の検査で正しい数値、真

値とも言いますけれども、これを出すためには、

技術者は常に腕を磨かなければなりません。その

ためには、通常業務のほかに、調査、解析等の時

間が必要であります。ある程度の人員確保に加え

て、管理職はしっかり人の動きを把握、コント

ロールすることが必要だと思っております。つま

り、正確な試験検査を行うためには、一定量のマ

ンパワーを確保することが重要であります。 

 そこで次の質問ですが、これまでの答弁を踏ま

え、国は地方衛生研究所に具体的に何を求め、そ

のために、どのような措置を講じているのかお伺

いいたします。 

●八田衛生研究所長  国が地方衛生研究所に求

めること、そのために講じた措置についてお答え

いたします。 

 国は地方衛生研究所に対し、広域的な感染症の

蔓延時に、病原体に関する必要な検査を行うこ

と。病原体流行株の特徴の解析及び保健所等への

情報提供などを通じ、サーベイランス機能を発揮

することを求めております。 

 そのために、国は地方衛生研究所がこうした役

割を適切に果たせるよう、検査人員を増員するた

めの地方財政措置を講じ、さらに令和６年度か

ら、感染症検査室の新設、増設や検査機材等の導

入に係る経費の補助制度を創設しております。 

●竹内孝代委員  国の考えとそのための措置と

いうのは、非常にシンプルで分かりやすいものだ

と感じます。公共でなければできない検査があ

り、また、その機能強化のためには、地方交付税

でマンパワー強化のための措置を行うと。また、

さらに、地方衛生研究所の施設、また機材を充実

させるための補助の仕組み、これまで大変重要だ

というふうに議論がされてきましたけど、今の答

弁では創設をされたということでありますから、

札幌市衛生研究所もこれらを有効活用して、真摯

に機能強化に取り組むべきではないかと考えま

す。 

 そこで質問ですが、全国の地方衛生研究所で

は、どのような動きがあるのかお伺いいたしま

す。 

●八田衛生研究所長  全国の地方衛生研究所の

動きについてお答えいたします。 

 この新たな国費補助制度を使い、東京都、福岡

県及び浜松市など、９自治体が機能強化に取り組

んでおります。 

 また、仙台市は、衛生研究所を今年６月に新築

し、検査、研究の機能を強化しております。 

●竹内孝代委員  新たな補助制度の創設によっ

て、積極的に、もう既に機能強化に向けて動いて

いるという現状をお聞きいたしました。 

 新型コロナウイルスへの対応経験を経て、全国

の地方衛生研究所においては、いろいろな動きが
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あるというふうに伺っております。それぞれの地

方衛生研究所が、機能強化、実効性のある取組、

これを前進させるためには、やはり施設整備やマ

ンパワーの増強など、一定程度の投資が必要なん

だというふうに感じます。 

 ここまでは、新興感染症への対応について、特

に述べてまいりましたが、札幌市の衛生研究所の

機能はそれだけではありません。本来の設置目的

を達成するためにも、改めて機能強化について

しっかりとした方向性を見いだすべき時期である

と考えております。 

 そこで、西條医務・保健衛生担当局長にお答え

をいただきたく存じます。 

 札幌市の衛生研究所は、今後どのように機能強

化を進めていくお考えなのか、お伺いいたしま

す。 

●西條医務・保健衛生担当局長  札幌市衛生研

究所の今後の機能強化についてご説明いたしま

す。 

 衛生研究所は、市の保健衛生及び環境保全行政

に関する科学的かつ技術的中核機関として、感染

症対策はもとより、新生児マススクリーニング、

食品の安全、大気汚染、水質環境及び土壌汚染等

の科学的検査、研究などを通じ、また、幅広い健

康危機に関わる市民の健康を守るための重要な機

能を担っています。 

 私たち札幌市衛生研究所は今後も、検査、研究

等を通じた公衆衛生の向上という設置目的を果た

すために、また、新型コロナウイルス感染症対応

の経験を生かし、次なる感染症の健康危機に備え

るため、特に重要な人員確保や、人材育成を進

め、機能を強化してまいりたい、このように考え

ております。 

●竹内孝代委員  西條局長、ありがとうござい

ました。 

 設置目的を果たすために、衛生研究所には、国

や市民が求める声に対応するためにも、施設整備

の強化を進めながら、そして同時に、マンパワー

の充実も図っていく必要がある、そのように改め

て、今の答弁を伺って確信をいたしました。 

 検査、分析を行うには、サンプルはその時間、

その場所でしか採取ができない唯一無二の試料で

あります。保存をしっかりと行うことはもちろ

ん、操作中は、不純物の混入を防止するなど、細

心の注意を払う必要があります。 

 また、硫酸などの禁水物質に、万が一水漏れの

水滴が落ちた場合は突沸し、事故になるおそれが

あるほか、分析機器には電気、高圧ガス、水、試

薬などが供給されており、電気のショートや配管

の腐食を引き起こす危険性も考えられます。漏水

を簡易な対応策でしのいでいる、そうした環境下

での試験、検査は、安全面から見ても、言語道断

であります。 

 衛生研究所においては市民の健康、また、大切

な命を守るために必要な、正確な分析データを出

し、それを基に保健所が健康に関する対処を行っ

ております。 

 しかしながら、現在の分析室の状態は、市民に

安心、安全を与えられる公的な検査研究機関とは

ほど遠く、妥当であるとは到底思えません。 

 衛生研究所は、漏水等の設備、こうした問題に

手をこまねている場合ではなく、むしろ民間の手

本とならなければならない立場だと思っておりま

す。 

 最後に、所管をされております山本副市長へ、

札幌市にはこうした点を熟慮していただき、先ほ

ど質疑でも出ました、国による制度もしっかりと

視野に入れながら、衛生研究所への財政支援を

しっかりと行い、早急に機能強化の取組をしてい

ただきますよう、渇望して質問を終わります。 

●佐々木みつこ委員  私からは、札幌市医療体

制審議会における審議状況についてお伺いしま

す。 

 初期救急医療体制は、地域の医療機関の診療時

間外である夜間、休日に緊急性があり、比較的軽

度な症状である救急患者に、応急的な外来診療を

提供するものであり、救急医療の基盤を担うもの

です。 
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 我が会派では、この初期救急医療体制につい

て、令和７年の第２回定例会において、夜間にお

ける初期救急医療体制の持続的体制構築について

質問し、第３回定例会における代表質問では、小

児科の休日における初期救急医療体制について、

当番医療機関などの輪番体制の今後の体制につい

て質問したところです。 

 いずれも答弁は、附属機関である札幌市医療体

制審議会に諮問しており、審議を進めているとこ

ろで、その結果を受けて対応を進めるとのことで

した。 

 医療体制審議会は、令和６年９月に札幌市の医

療体制について審議を行うことを目的に設置さ

れ、１年が経過したところです。10月２日に開催

された直近の審議会では、答申の取りまとめに向

けての審議がなされたところと聞いており、夜間

及び小児科の休日における初期救急医療体制に関

して、多様な立場の委員により、様々な意見が交

わされたものと考えます。 

 そこで質問ですが、医療体制審議会において、

これまで、どのような意見があったのかを伺いま

す。 

●高田医療政策担当部長  医療体制審議会にお

けるこれまでのご意見についてお答えいたしま

す。 

 札幌市医療体制審議会は、令和６年度から令和

７年度にかけまして、全４回開催しておりまし

て、夜間急病センターの運営、それから、小児科

の休日診療体制につきましてご審議いただいたと

ころでございます。 

 このうち、夜間急病センターにつきましては、

患者満足度の向上にもつながる積極的な検査の実

施、従事者の人材育成の重要性また業務分担の見

直しや従事者の適正な配置、こういった事柄につ

いてご意見があったところでございます。 

 また、小児科の休日診療体制につきましては、

夜間急病センターを休日の診療拠点として活用

し、令和８年４月開始に向けて、既存の当番と同

水準の診療体制を整備することなどにつきまし

て、ご意見があったところでございます。 

●佐々木みつこ委員  そもそも、夜間急病セン

ターは、昭和47年から札幌市医師会が全国に先駆

けて、市民の安心な医療体制の提供のために立ち

上げ、平成16年４月に市民の健康保持に寄与する

ことを目的にＷＥＳＴ19に設置された公の施設で

あり、札幌市の夜間初期救急医療を支え、より重

度の２次、３次救急を必要とする患者の命を守る

重要な施設です。 

 しかしながら、開設当初６万人だった受診者数

も、受診者の９割を占めるといわれる64歳以下の

人口減少などにより、この20年で、令和６年には

3万4,000人とおよそ43％の減少となり、これに伴

う歳入額の検証と昨今の物価高、人件費上昇など

の歳出上昇から、収支差額の赤字額が当初の1.2

億円から令和６年度では5.4億円と4.3倍に増加し

ている状況です。 

 その現状を踏まえ、医療の専門家、経営の有識

者、市民からの公募委員により構成された審議会

委員と外部コンサルの指摘など、あらゆる観点か

らの収支改善のための議論、収入増加策、経営効

率化策などを議論いただいていると聞いていま

す。 

 また一方、受診者数のうちの半分弱を占める小

児科の受診者数は減少しておらず、むしろ横ばい

の状況にあるという中で、以前より小児科医会の

ほうからも声が上がっていた小児科の休日救急体

制の逼迫について、救急医療体制部会が設置さ

れ、検討されたとも認識しています。 

 小児科では、休日救急当番制度において、通常

の診療時間外に主として初期救急患者に対応する

ため、市内医療機関３から４か所が当番制で診療

に対応していましたが、感染症の流行期において

は、１日平均100人から150人の患者が当番院を受

診し、診療が深夜まで及び、翌日の本来の平日の

診療に困難を来すような状況も出てきていたと

伺っていました。 

 また、医師不足、従事者の働き方改革の観点か

らも、当番に参画する医療機関も2018年は74か所
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あったものが、今年は46か所と輪番制維持も逼迫

しているとのことです。 

 インフルエンザの流行期に入るこの10月から年

末年始、今後ゴールデンウィークの対策の緊急性

について意見も寄せられたことを承知していま

す。 

 審議会では、夜間や休日の初期救急の体制維持

に向けて、これらの議論が深められてきたところ

であるものと認識しており、今後まとめられる答

申は大変重要なものであると考え、現実的に今後

の医療体制に反映されていくことを願っていま

す。 

 そこで質問ですが、審議会における意見に対

し、今後どのように対応していく予定か、伺いま

す。 

●高田医療政策担当部長  医療体制審議会にお

けるご意見への対応についてお答えいたします。 

 夜間急病センターの見直しに係る取組といたし

まして、審議やご意見をいただいたもののうち、

積極的な検査の実施など、指定管理者である札幌

市医師会の裁量により実施可能な取組について

は、既に先行して着手されているところでござい

ます。 

 一方、看護師など、従事者の適正配置や研修な

どの取組につきましては、審議会から間もなく答

申をいただける予定となってございますので、そ

の答申をいただいた後に、段階的に進めてまいり

たいと考えております。 

 また、休日拠点診療の開始など、運営の根幹に

関わる部分につきましては、札幌市夜間急病セン

ター条例の改正が必要であることから、この後、

議会にお諮りし、ご審議いただくとともに、従事

者の確保など、運営体制の構築を札幌市医師会と

も連携して進めていく考えでございます。 

●佐々木みつこ委員  審議会での検討におい

て、相互連携して、すぐ改善できるものは、素早

く指定管理者において、自主的に率先対応されて

いることに本当に感謝を申し上げます。 

 また、キャッシュレスの導入とか、未収金の減

ですとか、ＩＣＴツールでＡＩの問診、自動精算

など、効率化で市民の利便性になるようなこと

は、札幌市がどんどん着手していってほしいとも

考えています。 

 確かに、受診者数の減の状況で収支を改善し、

持続可能な運営体制の構築を目指すことは必要で

すが、同時に６年度から施行の医師の働き方改革

への対応を含めた医師の確保の困難などがあり、

市民が必要な医療につながる体制を将来にわたり

維持するためには、これらの意見を受けての着実

な実行とともに、センターの在り方の継続的な検

討が必要です。 

 また、自主的に先行着手してくださっている中

には、例えば、医師のタクシー代、自家用車に乗

り換えるとか、従業者の弁当代を削るとか、検査

などでいろいろ先行着手してくださり、既に

6,000万円ほど改善を見込んでいるとも聞こえた

りしてきていますが、先日は、学会の旅費が高い

なども項目として挙がっていました。発表がある

とかないとか、詳細な指摘があり、本州の比較都

市とは違い、札幌市の地域性からは旅費ですと

か、冬季の消耗金など、ある程度ハンデがあり、

一定のルールは必要であるものの、ぜひ従事して

くださっている医療従事者のモチベーションやス

キルアップについては、札幌市の救急医療体制の

維持・向上の視点として、配慮が必要ではないか

と、先日審議会を傍聴した私としては感じたとこ

ろです。 

 スタッフの配置数や研修など、人的確保の具体

策についても、経験があるとか、人によるものも

あるものですから、今後、審議会からの答申を受

け、答申を反映させた運営の見直し及び体制の強

化が着実に、現実的に実現できる仕組みになるよ

う、丁寧な札幌市の対応を期待します。 

 また、小児科休日診療の拠点を中心とした体制

については、条例改正など手続が必要であるとの

ことでした。手続はもちろん必要ですが、社会情

勢の変化は早く、子どもの人数が減少している一

方、子ども医療費助成の拡大なども後押しし、い
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わゆるコンビニ受診的な休日医療診療の利用増の

傾向や、医師を取り巻く環境の変化、例えば、直

美と言われる美容関係の科の流行により、救急、

小児科などの医師の担い手不足の傾向や、当番参

画医師の高齢化などがあり、小児科休日診療の拠

点体制は喫緊の課題と考えます。 

 この冬も、インフルエンザなどの感染症が流行

期に入り、輪番制度の逼迫による市民の安心医療

の提供への影響を考えると、今冬の体制はぎりぎ

り頑張っていく状況かとも思います。 

 ぜひ、年末年始などの繁忙期には、通常期とは

違い、ドライブスルー発熱外来の積極的設置など

もあるのかと考えたりします。 

 また、札幌市は市民への啓発として、夜間休日

の診療以外には、＃7119、＃8000などの利用の普

及や、この８月６日からは、「こどもの症状 受

診の目安ナビ」の実証実験など、一層努力してい

ると認識しています。 

 このたび、三、四か所だった小児科休日当番

は、この10月よりやむを得ず、２か所体制に移行

したところであり、感染症流行期には、単純計算

をすると１日１か所200人を超える受診者になる

予想でしたが、今朝聞きました、一昨日までのこ

の３連休では、流行の初期でしたので、やはり毎

日230名前後が受診し、１か所は140名の受診があ

り、２当番にプラス１か所の医療機関が協力して

くださって、ようやく乗り切れたところと伺って

います。 

 今後も、札幌市の市民へのさらなる普及啓発効

果を期待しています。 

 まずは、審議会の答申を受けて、取組を確実に

進めていくことが一番と承知しておりますが、

刻々と変化を続ける現状において、安心した医療

体制を提供し続けるために、次なる体制に向けて

の姿勢も重要であると考えます。 

 そこで質問ですが、小児科休日診療の体制につ

いて、将来的にどのような整備を行っていくの

か、今後の方向性を伺います。 

●高田医療政策担当部長  小児科休日診療の今

後の方向性につきましてお答えいたします。 

 小児科の休日診療体制整備につきましては、少

子化や協力医療機関の減少などの影響を踏まえま

して、適切な医療提供体制を不断に検討していく

必要性があるものと認識しております。 

 これにつきましては、審議会の専門部会におき

ましても、中長期的には個々の医療機関による輪

番制だけではなく、拠点を中心とした体制の必要

性が検討されているところでございますので、引

き続き、この議論を深めてまいりたいと考えてい

るところでございます。 

●佐々木みつこ委員  ぜひ、市民の安定した小

児休日救急体制のために、拠点中心体制をできる

だけ早期に整備していただくように、私は望みま

す。また、札幌市の広さ、人口規模からは、複数

拠点も必要になるのではないかと考えます。さら

に、その拠点の医療従事者の安定確保体制はどの

ようなものなのか。具体的に、着実に、早期に検

討も急務と考えるところです。 

 夜間急病センターは、市民が安心して暮らせる

救急医療体制という札幌市のインフラです。指定

管理者との連携が重要であり、現場の声を聞きな

がら体制が維持されるよう、札幌市、指定管理

者、市民の三位一体で取り組んでいただきたいこ

とを申し上げます。 

 市民の安心医療提供を担っていただいている現

場の方々と、夜遅くまでこの審議を進めてくだ

さっている札幌市と審議会委員、ご協力いただい

ている皆様に心から感謝を申し上げ、私の質問を

終わります。 

●しのだ江里子委員  私からは、大きく３項

目、小児科の初期救急医療体制の確保について。

２番目に、自己採取ＨＰＶ検査事業について。３

番目、新型コロナワクチンに係る健康被害につい

て、質問させていただきます。 

 ただいまの小児科の初期救急医療体制の確保に

ついては、佐々木委員からも熱い質疑がありまし

たので、少し重なるところもあるかと思います

が、よろしくお願いいたします。 
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 札幌市における小児科の初期救急医療体制は、

長年にわたり医療機関の輪番制によって支えられ

てきましたが、ご承知のとおり、参画する医師の

高齢化や減少により、１施設当たりの当番回数増

による負担により、その維持が極めて困難な状況

にあると認識しています。 

 札幌市は、昨年来、札幌市医師会とともに、こ

の課題に対応するため、2026年４月からの開始を

目指し、夜間急病センターに小児科の休日診療拠

点を設置する取組を進めています。 

 しかしながら、その開始を待たずして、市内の

小児科医からは、現行の休日当番体制が今月2025

年10月以降は、維持困難となるという切実な声が

上がっております。 

 市民が安心して、子育てができる都市を宣言し

ている札幌市にとって、小児科の救急医療体制の

確保は最重要課題であり、季節性のインフルエン

ザなどの流行も予測される中、体制の早急な再構

築は喫緊の課題となっています。 

 まず質問ですが、令和８年、2026年４月の夜間

急病センターにおける小児科の休日診療拠点が開

始されるまでの間、札幌市では、どのような体制

で初期救急医療を確保していくのか、伺います。 

●高田医療政策担当部長  令和８年４月までの

小児科の初期救急医療体制についてお答えいたし

ます。 

 輪番のほうの数の減少の状況を踏まえまして、

札幌市と札幌市医師会の連名で、地域医療の中核

を担います公的医療機関や地域医療支援病院に協

力を要請したところ、この10月から臨時の初期診

療施設を設置してございます。 

 また、冬季間のインフルエンザ等の感染症流行

期や年末年始に備えまして、今年度につきまして

も、札幌市医師会と連携いたしまして、臨時小児

ドライブスルー外来を準備し、開設する準備をし

てございます。 

 引き続き、市民の皆様が安心して子育てができ

るよう、初期救急医療体制の確保に取り組んでま

いりたい考えでございます。 

●しのだ江里子委員  10月からは、臨時施設を

設置していただけているということ。そして、ま

た、感染症の流行期等に関しては、ドライブス

ルー発熱外来も準備をするということでありまし

た。まさに、適切に確保されていると伺いまし

て、大変安心するところです。しかし、救急医療

体制を支えるのは、やはり現場で働く医師であ

り、小児科医の負担軽減こそが、持続可能な医療

体制の根幹であると、私は考えます。現在、参画

医療機関は２か月に一度の頻度で当番を担ってお

り、その負担は極めて大きいと認識しておりま

す。休日診療拠点が開始をされましても、協力す

る小児科医が少なければ、負担軽減にはつながら

ないという懸念が残ります。 

 そこで質問ですが、休日診療拠点の設置におけ

る小児科医の確保の具体的な見通しについて、札

幌市の考えを伺います。 

●高田医療政策担当部長  小児科医の確保につ

いて、具体的な見通しについてお答えいたしま

す。 

 輪番の当番を担う回数が多くなることにつきま

しては、医師の負担が過重になるだけではなく、

そのクリニックに従事する看護師や事務員への負

担の増加にもつながり、その結果、当番から離脱

する医療機関が増えているとも、現場の声を聞い

ているところでございます。 

 今回、休日診療拠点を開設することで、そこの

専属の看護師や事務員が確保され、結果として、

ご協力いただける開業医の先生の数も増えること

を期待しております。 

 また、医師の確保に当たりましては、これまで

休日当番を担ってきた開業医の先生に加えまし

て、大学等の勤務医なども含め、幅広く募集する

こととしておりまして、１人当たりの回数を減ら

していくことにより、小児科医の負担軽減につな

げていく考えでございます。 

●しのだ江里子委員  ありがとうございます。 

 まさに医師の負担だけではなくて、従事をする

看護師ですとか、事務員の負担にもなっていると
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いうことから、当番の離脱につながっていたとい

うことに関しては、まさにそのとおりだと思いま

す。 

 そして、また、今回医師の確保に関しては、開

業医に加えて、大学などの勤務医なども幅広く募

集していただき、小児科医の負担軽減につなげて

いただけるということで、本当に何よりだなと思

います。その新たな体制を維持し、限られた医療

資源を有効活用していくためには、救急医療機関

への過度な集中を防ぐ、適正受診の推進も不可欠

であると考えます。 

 現在、救急医療相談窓口として、割合身近な救

急安心センターさっぽろ＃7119や、ほとんど知ら

れていない北海道小児救急相談窓口＃8000が設置

をされていますが、今、スマートフォンが普及し

た、まさに今の世代の保護者にとって、電話相談

窓口が本当に利用しやすいのか。その実効性に疑

問が残るところです。このため、今の世代の保護

者にとって、利用しやすいデジタルツールの活用

を強力に推進すべきと考えます。 

 そこで質問ですが、こうした救急医療相談体制

について、札幌市では、どのような方針で整備

し、利用率と実効性を高めていくお考えなのか、

伺います。 

●高田医療政策担当部長  小児科を中心としま

した救急医療の相談体制などにつきまして、お答

えいたします。 

 札幌市では、限りある救急医療のリソースによ

り、救急医療体制を確保していくためには、それ

らを利用する市民の協力が不可欠であると認識し

ております。市民の皆様に救急医療を適切に利用

していただくためには、気軽に相談できる体制が

重要であることから、札幌市では、これまで救急

安心センターさっぽろ＃7119の体制を強化すると

ともに、普及啓発にも努めているところでござい

ます。 

 加えて、８月から実証実験として行っておりま

す、主に若い子育て世代に向けたウェブ上で相談

できる「こどもの症状 受診の目安ナビ」、この

実証実験を開始してございまして、ツールの有効

性について、今、確認、検証しているところでご

ざいます。 

 これまでのところ、受診すべきか迷う多くの保

護者の皆様が、休日にご利用いただいておりまし

て、アンケート結果では、利用者の約８割が役に

立ったと回答するなど、大変好評を得ているとこ

ろでございます。 

●しのだ江里子委員  今まで、長きにわたり休

日当番医として、札幌市の子どもたちの健康をお

支えいただいている札幌市小児科医会の先生方に

は、本当に感謝を申し上げるところです。 

 少子化といいましても、休日当番医を担ってく

ださる先生たちは、思いがけない感染症の流行な

どもあり、今まで以上にご多忙で、年１施設当た

りの当番回数は、今までは６回近くでありました

けども、2026年４月からは、夜間急病センターに

小児休日拠点施設ができることによって、当番回

数は年３回に軽減できるとの想定が出ています。 

 しかし、担っていただいている先生方は、夜間

急病センターでの当番もありまして、ご負担をお

かけするのは変わらないと思います。 

 そこで、若い子育て世代の保護者にもしっかり

とデジタルにより救急安心センターさっぽろ＃

7119、そしてまた、「こどもの症状 受診の目安

ナビ」などをうまく使っていただいて、救急医療

機関の適正利用となるように、働きかけをしてい

ただきたいと思います。 

 妊娠中の母親教室ですとか、３か月健診などの

機会に、＃7119ですとか、ナビの使い方などを事

前に指導することで、保護者も安心できると思い

ますので、ぜひ進めていただくことを求めます。 

 次に、自己採取ＨＰＶ検査事業について、質問

をさせていただきます。 

 子宮頸がん検診は、がん検診の優等生だと言わ

れています。20歳以上の２年に１回の検診で、検

診受診者の死亡率を減らすことが科学的に証明さ

れており、早期がんだけではなく、前がん病変の

段階でも見つけることができ、がんの予防が可能
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です。 

 厚生労働省人口動態統計・年齢調整後死亡率に

よれば、1958年には、人口10万人当たりの子宮頸

がんによる死亡は５人でしたが、その後、衛生状

態の改善と早期発見により、1970年以降、ワクチ

ンなしで３名以下と、死亡率の低下を実現してお

り、早期発見し、治療を受けた方の５年後の生存

率は95.7％と、予後のよいがんと言われていま

す。 

 しかし、厚生労働省の国民生活基礎調査により

ますと、札幌市の子宮頸がん検診の受診率は、

2022年で40.7％であり、国が目標としている50％

には達しておりません。2022年度に実施しました

札幌市の調査では、未受診の理由として、受診そ

のものに抵抗があることや、仕事や育児で忙しく

て受診する時間が取れないといった回答がありま

した。 

 そこで、札幌市は2022年度より、子宮頸がん検

診の未受診者対策として、25歳で過去３年間、札

幌市の子宮頸がん検診の受診歴のない女性を対象

に、自宅で簡単に検査ができる検査キットを使っ

たＨＰＶ自己採取検査を導入しました。 

 そこで質問ですが、導入から現在３年が経過を

したところですが、これまでの実績状況について

伺います。 

●秋野歯科保健担当部長  ＨＰＶ自己採取検査

事業についてお答えをいたします。 

 まず、ＨＰＶ自己採取検査事業の実施状況につ

いてでございますが、令和４年度から令和６年度

の３年間での合計実績は、対象者２万3,405名の

うち、3,795名から申込みがあり、そのうち、

2,937名が実際に検査を受けまして、その実施割

合は約77％であったところでございます。検査を

実施した2,937名のうち、562名がＨＰＶ陽性であ

りまして、陽性者の割合は約２割となってござい

ます。 

 ＨＰＶ陽性者には、電話やメールなどで、その

後の子宮頸がん検診の受診状況を確認しておりま

して、276名が子宮頸がん検診受診済み、もしく

は受診予定と把握しているところでございます。 

●しのだ江里子委員  今、ご答弁がありました

ように、令和４年から６年の３年間でのこの申込

みをされた方の検査実績が77％でありましたが、

実際には申込率は16％ということで、申込率は非

常に低い状況にあります。 

 2023年予算特別委員会で、最初に質問した際

に、秋野部長のご答弁では、初年度対象である過

去３年間、札幌市の子宮頸がんの受診歴のない25

歳の方が7,750人、その中の２割の方が申込みを

され、実際に969人の方が自己採取検査をされて

いました。 

 その中で、170人が陽性であったということ

で、その方たちには、子宮頸がん検診をお勧めい

ただいたということでした。その中には、実際に

治療を必要とする方もいらしたと思いますが、多

くは定期的な受診による経過観察となった方な

ど、様々だったと思います。しかし、一旦陽性に

なったということで、検診の大切さを本当に身を

もって知っていただけたのではないかと思いま

す。 

 先ほど、３年間の総申込者の検査実施割合で申

しますと、先行であります、江別市では申込者の

68％が検査を実施していると聞いておりますが、

札幌市では申込者の77％が検査の実施をしており

まして、高い割合であると思います。しかし、検

査の申込みをして、自己採取キットを受け取った

ものの、自己採取した検体を返送していない方

も、実際に３年間で858人。平均すると、１年で

約280人いらっしゃるということでした。また、

陽性者がその後、子宮頸がん検診を受診したの

か、否かの把握については、約半数にとどまって

いるというお話を聞いております。 

 そこで質問ですが、ＨＰＶ自己採取検査の対象

年齢であっても、検査を実施しなかった方や、検

査結果が陰性であった方を含め、１人でも多くの

方に受診していただけるように、検査の必要性を

伝え、定期的な子宮がん検診の受診につなげるよ

うに促すことが重要であると考えますが、その取
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組については、どのように行っていくのか、伺い

ます。 

●秋野歯科保健担当部長  ＨＰＶ自己採取検査

事業の受診のための取組についてお答えをいたし

ます。 

 検査の申込みをしたものの、検体を返送してい

ない方は約２割いらっしゃることから、直接架電

をすることや、複数回文書を送付したり、メール

を送付するなどの様々な手段を活用することで、

効果的な受診勧奨となるよう進めてまいります。 

 ＨＰＶ陽性となった方につきましては、結果通

知と併せて、札幌市の子宮頸がん検診を速やかに

受けていただけるよう、曜日や時間帯を変えて、

繰り返し受診勧奨を行うことで、子宮頸がんの早

期発見につなげてまいりたいと考えております。 

 また、ＨＰＶ陰性となった方につきましても、

子宮頸がんの病気の特徴や定期検診の重要性につ

いて、リーフレットなどを用いて、分かりやすく

伝えることで、引き続き、検診を受けていただけ

るよう促してまいります。 

 また、ショッピングモールにて、企業と連携し

た啓発のイベント、雑誌やＳＮＳの活用など、

様々な手法を駆使いたしまして、実際に検査をさ

れた方の声や、自己負担なくＨＰＶ自己採取検査

が受けられることを伝え、１人でも多くの方にＨ

ＰＶ自己採取検査を受けていただくことで、子宮

頸がん検診の受診率の向上につなげるよう、引き

続き努めてまいりたいと考えてございます。 

●しのだ江里子委員  様々な受診勧奨をしてい

ただけているということで、本当に感謝するとこ

ろです。 

 せっかくＨＰＶ自己採取検査を選択したのに、

チャンスを生かし切れていないというのは大変

もったいないことです。実際にＨＰＶ自己採取検

査をされ、治療につながった方のリアルな感想な

ども伝えていただきたいと思います。 

 また、ＨＰＶ自己採取検査を自分でするとなり

ますと、Ａｍａｚｏｎなどのネット販売でも約

7,000円かかりますが、札幌市では無料でできる

ということで、この費用対効果もしっかりと伝え

ていただきたいと思います。 

 また、これまで市町村が実施する子宮頸がん検

診については、厚生労働省のがん予防重点健康教

育及びがん検診実施のための指針において、20歳

以上の女性を対象に、２年に一度の細胞診を行う

ことが推奨されてきました。 

 2024年４月からは、この指針に新たな検査方法

であるＨＰＶ検査単独法が位置づけられたところ

です。ＨＰＶ検査単独法は、子宮頸がん検診の新

しい方法で、30歳以上の女性を対象に、ヒトパピ

ローマウイルスに感染しているかを検査いたしま

す。感染が陽性の場合には、採取した検体を使っ

て、細胞診を行います。陰性の場合は、５年後に

再検査をするということで、ＨＰＶ陽性で、細胞

診が陰性の場合は、翌年度に追跡検査を行うとい

うことです。この方法は、従来の検査方法よりも

検査間隔が長く、受診者の負担を軽減し、受診率

向上につながることが期待をされ、既に政令市で

は、横浜市で導入をされています。 

 そこで質問ですが、子宮頸がん検診の新しい方

法でありますＨＰＶ検査単独法の導入について、

どのようにお考えかお伺いいたします。 

●秋野歯科保健担当部長  ＨＰＶ検査単独法の

導入についてお答えをいたします。 

 新たな検査方法でありますＨＰＶ検査単独法

は、子宮頸がんへの罹患リスクである前段階のＨ

ＰＶ感染の発見が可能となり、陰性者は検診間隔

を現行の２年ごとから、最大５年ごとに延長でき

るのが最大のメリットでございます。しかしなが

ら、検査結果によって、次回の検査時期や、検査

内容が受診者ごとに異なることとなり、市と検査

実施医療機関におきましては、高い精度で受診状

況を管理できる体制整備が必要となりますため、

一部医療機関から導入は時期尚早といった意見も

寄せられております。このため、慎重な検討が必

要な状況と認識をしてございます。 

 引き続き、他の政令市や国の動向を注視いたし

まして、関係機関等の情報を集めつつ、検討を進
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めてまいりたいと考えております。 

●しのだ江里子委員  要望です。 

 国立がん研究センターがん情報によりますと、

女性に多いがんの中では、子宮頸がんは、９万人

を超える乳がんや、６万人を超える大腸がん、肺

がん、胃がん、脾臓がん、悪性リンパ腫、卵巣が

んに続く７位の罹患率であり、日本では年間１万

人が発症。約3,000人が死亡しているといわれて

いますが、亡くなる８割は50歳以上と言われてい

ます。近年では、20から30歳代の発症が増えては

いますが、若い方が多数亡くなっているわけでは

なく、検診による早期発見により、重症化のリス

クが下がることが明らかになっています。しか

し、若い20代の女性に聞きますと、産婦人科医や

婦人科専門医に出向き行う子宮がん検診は非常に

ハードルが高いといいます。ましてや、学業や仕

事、育児などで忙しくなり、時間的制約があり、

通院が難しい30代の女性にとって、なかなか定期

検診に行くことはもっと難しいと聞いているとこ

ろです。 

 このように数年間検診を受ける機会がなかった

25歳の女性たちには、まずＨＰＶ自己採取検査実

施をきっかけに、子宮頸がんのリスクに気づいて

いただきたいと思います。近年の無作為比較検査

では、自己採取ＨＰＶ検査を受けると、健康意識

が高まるだけではなく、ＨＰＶ検査を含む子宮頸

がん検診の受診率を高めるとの報告もあります。 

 札幌市には、その際には、イギリスで高い受診

率を保つ手法でありますコール、リコール再勧奨

の実施を行っていただき、１人でも多くの女性た

ちを検診に結びつけていただきたいと思います。 

 医療者によりますＨＰＶ検査単独法について

は、今後、国や各自治体でシステム標準化に向け

た検討が行われますが、女性たちにとって、陰性

であれば５年後でよいとなれば、経済的負担も心

理的負担も軽減されると思います。 

 米国では、子宮頸がんの50％は、一度も検診を

受けなかった人から、10％は５年以内に検診を受

けていない人から発生しているとの報告があり、

検診未受診に対する対策は大変重要なので、子宮

がん検診、ＨＰＶ自己採取検査とも、しっかり対

象の女性たちに届くように取り組んでいただくこ

とを求めます。ちなみに、子宮頸がんはワクチン

を接種するだけでは防げず、検診は欠くことがで

きないことを改めて申し述べ、この質問は終わり

ます。 

 次に、新型コロナワクチンに係る健康被害につ

いてです。 

 札幌市保健所においては、新型コロナウイルス

感染症への対応並びに市民への健康と公共の福祉

へのご尽力に敬意を表します。2021年２月から開

始されました新型コロナワクチン接種後に生じた

健康被害について、全国における副反応疑い報告

制度による報告件数は、2025年７月25日の厚生科

学審議会時点で、３万7,592件、うち死亡症例は

2,294件となっています。 

 一方、予防接種健康被害救済制度への申請件数

は、2025年10月６日の疾病障害認定審査会時点で

１万4,288件、うち認定は9,319件、死亡事例に関

する申請件数は1,840件、うち認定は1,042件と

なっています。また、健康被害救済制度について

は、申請から国の審査結果が届くまで、１年以上

かかる事例もあると聞いております。 

 そこで質問ですが、札幌市における副反応疑い

報告件数、予防接種健康被害救済制度の申請件数

と審査状況はどうなっているのか、伺います。 

●前木感染症担当部長  札幌市における新型コ

ロナワクチン接種後の副反応疑い報告件数及び予

防接種健康被害救済制度の申請件数と審査状況に

ついてのご質問でございます。 

 札幌市民における医療機関から国への副反応疑

い報告件数は、令和７年９月末時点で417件、う

ち死亡件数は17件でございます。また、札幌市に

申請された救済制度の件数は、令和７年９月末時

点で262件、そのうち新型コロナワクチン接種と

の因果関係が否定できないとして、救済が認定さ

れたものが152件でございます。申請された262件

のうち、死亡事例に係るものは30件であり、その
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うち10件が認定され、14件が否認されておりま

す。 

 審査状況については、札幌市に申請されている

事例のうち、国の審査を待っている方は38人でご

ざいます。 

●しのだ江里子委員  札幌市において、これだ

け多くの副反応疑い報告、予防接種健康被害救済

制度の申請があり、救済制度については、今でも

審査を待つ方たちが38人いらっしゃるということ

が分かりました。 

 予防接種健康被害救済制度は、接種に係る過失

の有無にかかわらず、迅速に幅広く救済すること

を目的としているものの、制度の複雑さや医療機

関の制度理解不足などにより、申請者の負担が大

変大きくなっています。そのため、今年７月７日

に厚生労働省から各都道府県、市町村、特別区の

衛生主管部宛てに、予防接種法に基づく健康被害

救済制度に関して留意いただきたい事項について

という事務連絡が発出されました。通知の内容

は、自治体に対して、住民や医療機関への制度周

知のほか、医療機関における申請に必要な書類の

作成への協力など、申請を希望する方が円滑に手

続を行うことができるよう、適切な対応を求める

ものとなっています。本来であれば、特例臨時接

種期間中のより早い時期に通知すべき内容である

と考えますが、被害者救済に取り組む姿勢を示し

たものと評価をするところです。 

 そこで質問ですが、札幌市としては、これほど

の市民が、新型コロナワクチン接種後に副反応被

害とされ、救済制度を申請されている状況をどの

ように考えるのか。札幌市で救済制度の申請を希

望する市民への支援と医療機関への周知は、どの

ように取り組まれているのか、伺います。 

●前木感染症担当部長  救済制度申請者が多数

おられることへの考えと、市民への支援及び医療

機関への周知についてのご質問でございます。 

 まず、亡くなられた方にお悔やみを申し上げる

とともに、健康を害された方にお見舞いを申し上

げます。 

 救済制度は、予防接種と健康被害の因果関係が

否定できないとして、認定された方を迅速に救済

する制度であり、申請窓口のある札幌市は、市民

の方が申請される場合に、円滑に手続を進められ

るよう支援することが重要と考えております。 

そのため、札幌市では、看護師資格を有する健康

相談員を配置し、新型コロナワクチン接種に係る

救済制度の相談に、丁寧に対応する体制を整備し

ております。また、市内全ての医療機関に対し、

申請手続の流れを周知するとともに、申請に必要

な診療録等の書類の提供や作成の協力について通

知しております。 

●しのだ江里子委員  札幌市では、看護師資格

を有する健康相談員を配置していただいており、

本当に丁寧に対応していただけていると、私は実

感しています。 

 そして、また、医療機関に対しても、書類の提

供ですとか、作成の協力についての通知していた

だけているということも理解しているところで

す。 

 札幌市保健所では、今までに262件の申請に対

応されているというところに関しては、本当に感

謝をするところです。しかし、健康被害救済制度

申請をすることの大変さは並大抵ではありませ

ん。ご遺族や被害当事者の多くが、既往症もない

中で発症する症状の原因が分からず、多くの医療

機関にかかり、それでも症状が改善されないこと

から、ワクチン副反応を疑います。 

 申請には、各医療機関の診察録、受診証明書な

ど文書が必要で、札幌では、文書料は自己負担で

あり、保険適用の医療費から健康保険等の給付額

を除いた自己負担分などが請求対象となります。

副反応で体調不良の中で、これらに対応すること

は、いかに大変なことか。途中で申請を諦めてし

まう方のことも聞かれ、一方では、様々な提出書

類が1,000枚になったと、ご家族から伺ったこと

もございました。札幌市のホームページには、申

請に向けた必要書類やよくある質問も掲載されて

おり、大変役に立ったとの声も聞いております。
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現在も、特例臨時接種期間のワクチン接種によ

り、副反応で苦しむ複数の被害者の方やご家族か

らもご相談をいただくことがあります。 

 そこで質問ですが、副反応への対応について、

市民が希望する受診や障害者手帳など、健康被害

救済制度以外の福祉制度へつながるための支援と

医療機関への周知や理解促進にどのように取り組

んでいらっしゃるのか、伺います。 

●前木感染症担当部長  市民の受診や他制度に

つながるための支援及び医療機関への周知につい

てのご質問でございます。 

 札幌市では、接種後の副反応が疑われる症状で

受診を希望する市民のために、診療を受け入れる

234医療機関のリストを作成し、札幌市公式ホー

ムページでお知らせしております。 

 なお、市民から副反応や救済制度に関する相談

があった場合には、健康相談員が症状や経過を聞

き、個々の状況に応じて、救済制度以外の福祉制

度の申請窓口を案内しております。また、症状が

重篤、もしくは長期間続き、接種後の副反応が疑

われ、医師が詳しい検査を必要と判断した場合、

北海道が指定する専門的な医療機関を紹介する体

制となっております。 

 そのため、札幌市では、市内の全ての医療機関

に対して、患者が適切な診療を受けられるように

協力を依頼するとともに、専門的な治療が必要に

なった場合の対応について通知しております。 

●しのだ江里子委員  札幌市においては、この

健康被害救済制度以外の福祉制度につながるため

の支援ですとか、医療機関への周知など、本当に

しっかりとやっていただけているということがよ

く分かります。健康被害救済制度の申請数など

は、本当に氷山の一角との声もあります。重篤な

後遺症の方は入院して３年以上の方もおり、ご家

族のご心労はいかばかりかと察するところです。 

 一般社団法人ワクチン問題研究会は、国への

メッセンジャーＲＮＡワクチンの承認取消し及び

市場回収を求める要望書を９月18日、厚生労働

省、厚生労働大臣とＰＭＤＡ宛てに提出していま

す。内容は、非臨床安全性データの審査が不十分

なまま承認され、長期的な安全性が未解決の状態

で、国民に対して多数回の接種が推奨、実施され

た。さらには、接種開始直後から、メッセン

ジャーＲＮＡワクチン接種後の死亡例が、医療機

関から厚生労働省へ自発報告されていたにもかか

わらず、国民や医療従事者に対して、迅速かつ適

切な注意喚起がなされなかった事実は、国民の健

康と公共の福祉の観点から、極めて重大かつ深刻

な問題と認識していると明記されております。 

 国は、令和６年度の接種状況や感染状況などを

踏まえ、令和７年度から、高齢者新型コロナウイ

ルス定期予防接種の自治体への助成事業を実施し

ないと決定をいたしました。 

 国は、当該事業において、令和６年度ではワク

チン代と医師の手技料１万5,300円のほぼ半額を

助成し、札幌市では、市負担3,800円と自己負担

3,200円でありました。 

 国の助成事業終了により、札幌市では、令和７

年度、今年度接種費用の半額相当7,800円を自己

負担と決定しているところです。国は、新型コロ

ナワクチン接種については、今まで検証を実施し

ておりません。 

 札幌市においては、ワクチン副反応の周知の徹

底をするとともに、今後も新型コロナワクチン接

種後の副反応でお困りの方が希望する受診につな

がり、予防接種健康被害救済制度の申請を希望す

る方が、円滑に手続を進められるよう、引き続

き、市民や医療機関に対して丁寧な対応を求めま

す。 

 10月10日から、全国でドキュメント映画、ヒポ

クラテスの盲点という映画が公開され、話題と

なっております。ヒポクラテスは医学の父と言わ

れており、彼は「何よりも害をなすなかれ」とい

う言葉を残しています。この映画は、2020年から

の新型コロナとワクチンに関する医師、科学者の

記録です。 

 ぜひ、ここにいる皆様、そして、また多くの市

民に自分事として、そして、今のこととして見て
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いただきたいと強く願い、質問を終わります。 

●好井七海委員  私からは、小学校における

フッ化物洗口モデル事業につきましてお伺いいた

します。 

 令和４年６月に、自民、民主、公明の３会派か

らの議員提案により、歯科口腔保健推進条例は可

決されました。この条例は、家庭環境が原因で口

腔崩壊状態となってしまうような子どもを、この

札幌市においては１人もつくらせない、子どもた

ちの健康格差を解消することを実現する札幌市の

子どもたちのための条例でもあります。 

 その第11条には、学齢期における科学的根拠に

基づく、フッ化物応用の推進に必要な措置を講ず

ることが明記され、子どもたちの健康格差を解消

することが、市長及び教育委員会の責務となって

いるのであります。どのような家庭環境の子ども

であっても、学校のフッ化物洗口に参加するだけ

で、口腔崩壊、顎関節症障害などにつながるよう

な、１人でたくさんの虫歯を持つような子どもを

つくらずに済むのであれば、健康を守ってあげら

れる現実的な方法があるのであれば、我々大人の

責任として、多少の予算、多少の労力が必要で

あったとしても、速やかに実現すべきではないで

しょうか。 

 札幌市は、昨年度から４校でモデル事業をス

タートしており、一定の前進として評価はいたし

ますが、札幌市と同様にフッ化物洗口が行われて

いなかった隣の江別市、石狩市、小樽市は、準備

期間僅か１年で、昨年から今年にかけて、全校実

施が導入されました。 

 札幌近郊の自治体で、小学校全校で実施してい

ないのは札幌のみという大変残念な状況となって

おります。 

 さらに、北海道としても、179市町村のうち、

175市町村で実施されており、残り未実施の４市

町村に札幌市が入っており、ほぼ全道の教職員が

子どもたちと向き合い、フッ化洗口を行っており

ます。札幌市も江別市や石狩市でやられているの

ですから、本気で子どもたちのために取り組め

ば、短期間で実施できるはずです。 

 ほかに家庭環境が心配な子どもを助けられる効

果が証明された事業があればいいのですが、現在

は、学校におけるフッ化物洗口のみが健康格差を

解消できる対策として、国が推奨する唯一の方法

であります。 

 また、教職員の働き方改革を進める中で、導入

することはできない、難しいといった意見を聞く

ことがあります。確かに、フッ化物洗口は週に１

回１分間のうがいが必要で、子どもたちは数分の

時間が必要になります。洗口液をつくったり、後

片づけをする担当職員の方だけではありますが、

その方は１時間くらいの準備時間が必要になりま

す。しかし、それは働き方改革を進める中、１年

間で全校実施を実現した江別市や石狩市でも同じ

なわけですから、解決は可能なはずです。フッ化

物の安全性に対する市民の理解が進んでいないと

いった意見を聞くこともあります。 

 しかし、全国一、小学生の虫歯が少ない新潟県

の小学校でフッ化物洗口事業が始まってから、55

年が経ちます。新潟県の子どもたちだけ、何か特

定の病気が増えたといった話は当然ありません。

医学的には、その安全性を十分に確立していま

す。また、もちろん安全性に対して心配される方

については、参加しない権利も大変重要であり、

希望制で行うことにより、その権利は守られてお

ります。 

 このように、我が会派としてはフッ化物洗口の

普及に際して、実施上の大きな問題はなく、札幌

市は小学校数が大変多いといった状況を差し引い

ても、札幌市が本気になれば、短期間で全校実施

を導入することは、十分に可能であると考えてお

ります。 

 そこで最初の質問ですが、小学校におけるモデ

ル事業において、保護者に対するアンケートを

行ったとのことですが、その結果についてお伺い

いたします。 

●秋野歯科保健担当部長  フッ化物洗口のモデ

ル事業についてお答えをいたします。 
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 まず、保護者に対するアンケートの結果につい

てのご質問ですが、フッ化物洗口のモデル校にお

きまして、令和６年度のフッ化物洗口の対象学年

となった保護者に、アンケート調査を実施し、

218名から回答が得られたところでございます。 

 参加の有無の内訳としては、参加したが162

名、参加しなかったが56名となっております。 

 参加した保護者のうち、８割を超える方が満足

と回答している一方で、１％、２名の方が不満と

回答しており、不満の理由は、子どもが味を嫌

がっているでございました。 

 参加しなかった理由としては、最も多かったの

が、歯科医院でフッ化物塗布を受けているが

52％、次に多かったのが、洗口液の味を子どもが

嫌がっているが43％、安全性に不安があるは14％

でございました。 

●好井七海委員  保護者のアンケートの結果で

は、参加した保護者からはおおむね満足している

との回答が得られております。また、不参加の保

護者も、安全性に対する懸念ではなく、歯科医院

でのフッ化塗布や味の問題で辞退している方のほ

うが多いとのことであり、保護者の受入れはおお

むね問題ないと評価できるのではないでしょう

か。 

 次に、学校にもアンケートを行っているとのこ

とですので、その結果についてお伺いいたしま

す。 

●秋野歯科保健担当部長  学校に対するアン

ケートの結果についてでございますが、モデル校

４校に対しまして、児童の意識の変化、外部人材

の活用を含めた実施体制、負担感など、各学校ご

との状況につきまして、回答を依頼いたしまし

た。 

 児童の意識の変化といたしましては、歯の健康

に関する会話が増えたり、児童から虫歯にならな

いようにしたいといった声が多くなったといった

回答が得られてございます。 

 外部人材の活用を含めた実施体制につきまして

は、職員が準備や後片づけをするのは大変なの

で、外部人材が大変ありがたかった。外部人材に

よる対応は、大変スムーズだったといった回答が

あったところでございます。 

 負担感につきましては、実施前に想定していた

負担感に比べると比較的小さかった、慣れるに従

いスムーズに実施できた、教職員の働きが一部必

要だったといった回答があったところでございま

す。 

●好井七海委員  私も、名古屋市にフッ化物洗

口の視察に行ってきましたけれども、やはり子ど

もたちが、歯に非常に意識を持って、そして、歯

医者に行くことが増えただとか、そういった健康

に対して、非常に興味や関心を持ったということ

でありました。 

 外部人材を活用して、学校側の負担は非常に少

なかったということもありましたし、慣れるに

従って、スムーズに実施できるようにもなったと

いう、保護者アンケートの結果も含めて、モデル

事業は大変順調に実施できており、我が会派とし

ても一定の評価をするとともに、全校展開の具体

的な検討を進める時期であると考えております。 

 最後に、今後のモデル事業の方向性と速やかな

小学校におけるフッ化物洗口の普及に向けて、ど

のように取り組むおつもりなのかお伺いいたしま

す。 

●秋野歯科保健担当部長  今後のモデル事業の

方向性と普及に向け、どのように取り組むかにつ

いてお答えをいたします。 

 まず、モデル事業の方向性につきましては、ア

ンケートの結果、洗口液の味の問題が非常に大変

大きかったものですから、当初使用しておりまし

たシナモン風味の薬剤から、味があまりない薬剤

に切り替えることとしております。 

 また、参加しない保護者の理由で、歯科医院で

フッ化物塗布を行っていることが最も多かったこ

とから、フッ化物塗布とフッ化物洗口を組み合わ

せて実施することで、相乗的により高い虫歯予防

効果が得られることの周知にも取り組んでまいり

たいと考えてございます。 
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 今後の普及に向けましては、まずは、モデル事

業によりまして、教職員の負担軽減に配慮しつ

つ、効果的かつ現実的に普及可能な、実施可能な

スキームの確立に鋭意取り組んでまいりたいと考

えております。 

●好井七海委員  私、議員になって10年になり

ますけれども、あまり答弁に苦言を呈したことは

ないんですが、今のご答弁は非常に、虫歯で痛い

思いをしている子どもたちに対して、誠実な答弁

ではなかったと感じております。 

 話を少し変えますが、我が会派は、たとえ多少

の財政負担があったとしても、子どもたちのため

にフッ化洗口事業を進めるべきと考えております

ので、決してお金のためではないという前提で聞

いていただきたいのですが、札幌市は子どもの虫

歯の治療費、歯科治療費のために、子どもの医療

費助成として、年間８億円もの財政負担をしてお

ります。フッ化物洗口を全校で実施できれば、導

入６年後には、市の全体の虫歯が半分になること

が分かっておりますので、１年でも早く全校実施

ができれば、虫歯の治療に使っている札幌市のこ

の巨額の財政負担もきれいに半分とはいかないか

もしれませんが、少なくとも億単位の財政負担の

軽減は期待できるでしょう。早く全校実施ができ

れば、それだけ札幌市の子どもたちを病気から守

ることができ、家庭環境が原因で、ひどい虫歯に

なってしまう子どもを救うことができる。そし

て、あくまでも副産物でもありますが、目的では

ありませんが、札幌市の財政負担も大きく軽減さ

れる。導入が遅れれば遅れるほど、札幌市の子ど

もたちは、予防することができたはずの病気にな

り、札幌市は払わなくてよかったはずの重い医療

費への財政負担を長期的に続けていくことになる

のです。 

 私は、皆様ご承知のとおり、歯科技工士を31年

間、歯科診療所で、歯科医師の方々と、本当に現

場で痛い思いをする子どもたちを一緒に見てまい

りました。歯科医院の経営も決して楽ではありま

せん。歯科医師会の先生方も、歯科医療費が減る

のは、正直言えば本当に困るんです。 

 しかし、子どもたちの健康が守られるのであれ

ば、歯科医師の自分たちの収入が犠牲となったと

しても、フッ化物洗口を進めるべきであると、歯

科医師の先生方が言ってくれていることを、皆

様、真剣にご理解いただいているのでしょうか。 

 子どもたちの健康格差を解決できるのであれ

ば、自分の収入を犠牲にしてでも取組を進めるべ

きだと。努力している歯科医師の先生方と比べ

て、今の札幌市の努力は果たして十分なのでしょ

うか。 

 長くなりますのでこの辺でやめますが、子ども

たちの健康格差の解消のため、全ての関係部局、

関係職員による速やかな全校実施に向けた努力を

強く強く要望し、私の質問を終わります。 

●脇元繁之委員  質問に入る前に、先ほど、村

山委員の質疑の際に読まれました市民からのお手

紙、私、心を動かされました。私からも、ぜひお

願いしたい。 

 以前より、子ども医療費の所得制限の撤廃、私

も訴えております。改めて、この場をお借りし

て、山本副市長、ぜひともよろしくお願いをいた

します。 

 それでは、私から、ノースサファリサッポロに

おける動物の移送などの問題について、質問をさ

せていただきたいと思います。 

 今年の予算特別委員会でも取り上げさせていた

だきましたが、ノースサファリサッポロにおける

動物の移送と飼育管理の問題についてお伺いした

いと思います。 

 南区の市街化調整区域において、都市計画法に

基づく許可を得ずに営業していた民間動物園、

ノースサファリサッポロが、去る９月30日をもっ

て、閉園をいたしました。 

 これまで札幌市は、多いときで183棟の違法建

築物を確認しており、本年９月までに、そのうち

約60棟の除却を確認しているとのことであります

が、去る10月３日には、本年12月26日までに、残

りの違法建築物122棟を除却するよう勧告書を交
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付したとのことであります。違法な建築物であり

ますから、除却の指導や勧告書の交付といったこ

とについて、異論を挟むつもりは毛頭ありません

が、閉園後においても、現地には、哺乳類や鳥

類、爬虫類など、数多くの動物が飼育されている

わけであります。 

 そこで、動物愛護と管理の視点から、動物のほ

かへの移送が適切に行われているのかどうか。そ

してまた、閉園後の残されている動物の飼育管理

体制がどうなるのかという視点から、何点かお尋

ねしたいと思います。一問一答のようになること

をお許しいただきたいと思います。 

 まず最初に、札幌市の保健所として、これまで

サクセス観光に対して、動物管理愛護法に基づく

指導や立入検査を実施しているとのことですが、

一連の指導等の経過、これ概略で結構ですから、

説明をいただきたいと思います。 

●吉津生活衛生担当部長  ノースサファリサッ

ポロにおける動物の移送などの問題についてお答

えいたします。 

 指導等の経過についてのお尋ねでございます

が、平成17年７月に、無届けで動物展示業を行っ

ていることを探知し、現地に立入調査を行い、動

物の飼育状況等を確認するとともに、動物の愛護

及び管理に関する法律に基づく届出を行うよう指

導しております。 

 その後も、市民から相談苦情があった場合や、

動物関連の新たな施設が設けられたときなどに、

随時立入調査し、指導を行ってきたところでござ

います。 

 今年度は、４月から閉園までの半年間で、５回

立入調査を行い、動物の愛護及び管理に関する法

律や札幌市動物の愛護及び管理に関する条例等に

違反するような事実は確認しておりません。 

●脇元繁之委員  ありがとうございます。 

 今年度４月から９月までの間、半年間で５回も

の立入りを実施されたとのことでありました。そ

んな中で、今のところは法令に反するような事実

はないということを確認させていただきました。 

 いただいた資料によりますと、ノースサファリ

サッポロには、昨年12月末時点で、640個体の動

物が飼育されておりましたが、本年10月４日時点

では312個体と、約半数まで減っているというこ

とでありました。 

 そこでお伺いいたしますが、これらの個体数の

確認は、どのように行われていたのでしょうか。

そして、また、動物がどういった相手先に移送さ

れているのか。市として把握しておられるのであ

れば、教えていただきたいと思います。 

●吉津生活衛生担当部長  個体数の確認及び動

物の移送先についてのお尋ねでございます。 

 事業者から適宜、飼育動物数に関する報告を求

めるとともに、先月に行いました立入調査で、飼

育されている動物種や数を確認したところでござ

います。 

 昨年末と比べて、飼育動物を半数以下に減らし

ているということを確認しております。また、動

物の移送先については、具体的な報告は受けてお

りませんが、立入調査時に事業者が備えている台

帳を閲覧し、資格を有する動物商などであること

を確認しております。 

●脇元繁之委員  ありがとうございます。 

 具体的に把握されてないということであります

けども、台帳を閲覧し、移送先は動物商、または

動物園であるということを確認されているという

ことでありました。 

 ９月末の閉園後も、300を超える動物たちが園

内に残されておりますが、私は移送が完了するま

での間、残された動物たちを管理、飼育していく

スタッフをしっかり確保できるかどうかが、大き

な課題だと思っております。というのは、やはり

動物といっても一様ではなく、中には人の生命、

身体または財産に害を加えるおそれがあるライオ

ンやトラ、オオカミなどの特定動物も含まれてい

るからであります。ご承知のように、ノースサ

ファリサッポロの地元、豊滝中央町内会からは、

危険な動物が園外に出たりしないよう、健全な飼

育体制を確保してほしいとの陳情書も出されてい
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るところであります。 

 そこでお伺いいたしますが、今後における飼育

スタッフの確保について、サクセス観光から、ど

のような説明を受けているのかを教えてくださ

い。 

●吉津生活衛生担当部長  飼育スタッフの確保

についてのお尋ねでございます。 

 先月の立入調査の際、今後も動物の管理や飼育

を担当する人員を削減したり、また、給与の減額

を行う予定はないと、事業者から回答を得ており

ます。周辺住民の方々の不安を踏まえまして、事

業者には、動物が逃げ出すことがないよう、適切

な管理について指導しております。 

●脇元繁之委員  ありがとうございます。 

 今後も人員を削減したり、給与の削減等を行う

予定はないという報告を受けているということで

ありました。 

 ただ心配事として、やはり費用面についてであ

ります。ノースサファリサッポロが９月末で閉園

となりましたが、閉園となりますと、入場料収入

などが見込めなくなると思います。ですが、その

一方で、管理、飼育に従事する職員の人件費や

残っている動物たちの餌代は、やはり必要経費と

して、これ絶対にかかるわけであります。 

 私が一番心配するのは、これはあってはほしく

ないことなのですが、サクセス観光自体が資金難

に陥って、管理運営が立ち行かなくなり、動物た

ちが取り残されてしまうという、こういう事態な

のであります。 

 そこでお伺いいたします。サクセス観光とし

て、閉園後の管理運営に係る経費、残務整理にか

かる費用も合わせて、どのように賄っていくつも

りなのか。市として把握しておられるのであれ

ば、教えていただきたいと思います。 

●吉津生活衛生担当部長  閉園後の管理運営に

関する経費についてのお尋ねでございます。 

 先月の立入調査の際に事業者から、今後の動物

飼育にかかる費用について、寄附金や募金等、既

にめどはついているとの回答があったところでご

ざいます。 

 今後も引き続き、ヒアリングや立入調査の際

に、動物の健康状態や飼育環境を確認してまいり

ます。 

●脇元繁之委員  経費等々が寄附金や募金等、

これにめどがついているということであります

が、併せて市としても、引き続きヒアリングや立

入りで確認していくということでありますが、動

物を飼育するために、どれほどかかるものなの

か。資金面の把握は、我々一般市民にとっては全

く分からないことでもありますので、ぜひ注視し

ていただきたいなと、そんなふうに思います。 

 最後の質問になりますが、動物の移動について

であります。一番懸念されているところではあり

ますが、保健所としてサクセス観光に対し、本年

10月末までに、動物移動計画書を提出するよう文

書指導しているとのことでありますが、動物の中

でも、ライオンやトラなどの特定動物の移動は、

相当困難を伴うのではないかと予想されるところ

であります。吉津部長からも、前回の質問のとき

に、移動簡単ですか、できますかって聞いたとき

に、非常に難しいという答弁をいただきました

が、そこで最後にお伺いをいたします。 

 こうした特定動物を移動できる場合としては、

受入先も含め、どのようなケースが考えられるの

でしょうか。また、その際に、留意すべき事項な

どを、市として指導なり、アドバイス、助言をし

ておられるのでしょうか。あわせて、お伺いいた

します。 

●吉津生活衛生担当部長  特定動物を移動でき

る場合と、その際に留意すべき事項についてのお

尋ねでございます。 

 特定動物を移動させる場合は、まず、受入先の

施設が特定動物を適正に飼育、管理するための基

準を満たしているということが必要になります。

これが条件ということになってまいります。ま

た、特定動物を安全に移送させるためには、事業

者に対して専門業者にその移送を依頼すること

や、特定動物を移送させる場合には麻酔が必要と
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なることがあるため、獣医師に助言を求めるこ

と。さらには、移動時の対策として、基準を満た

した移送用のおりの使用や施錠の徹底が求められ

ます。 

 今後、特定動物の移動が本格化する中で、札幌

市といたしましては、これらについてしっかりと

指導してまいります。 

●脇元繁之委員  ありがとうございました。 

 今、手順等々も併せてご答弁いただきましたけ

れども、非常にこの特定動物の移動、移送という

ものが、今後も非常に難しいというところにおい

ては、しっかりとした指導をいただきながら、注

視をしていただきたいなと、そんなふうに思いま

す。 

 本日は、ノースサファリサッポロの閉園後の状

況、特に動物の移送と飼育管理体制について、保

健所の見解と取組をお伺いいたしました。答弁を

通じて、閉園後も引き続き、動物たちの状況や事

業者の財政状況を注視していく姿勢を感じ取るこ

とができました。ただ、現在もまだ多くの動物が

園内に残されており、地元町内会が不安を抱えて

いるという現実があります。あわせて、ノースサ

ファリが閉園し、営業収入がない中で、万が一に

も管理不行き届きにより、動物の命が軽んじられ

るようなことがないよう、そういった事態は避け

なければなりません。 

 まずは、これらの課題解決への取組と市民の理

解と安心を得るために、特定動物を含む全ての飼

育動物について、移送完了までの間、事故の防止

はもとより、十分な人員体制と飼育環境が維持さ

れるよう、市としての指導・監督の徹底を求めて

おきます。特に、人に危害を加えるおそれのある

特定動物の管理状況については、地元町内会の皆

さん方が安心できるよう、必要かつ適切な配慮と

対応を行うことをお願いしておきます。また万が

一、事業者が動物たちの適切な管理を継続できな

くなるおそれが生じた場合や、やむを得ず移送先

が見つからない事態が生じた場合には、動物愛護

の観点から、動物の命を最優先に考える。その下

に、迅速な行動を取るようにしてください。その

ための法的な権限行使や可能な限りの支援、対応

策についても、今のうちから検討準備を進めてい

ただきますようお願いします。 

 最後に、市民への積極的な情報公開と透明性の

確保についてであります。今回のノースサファリ

サッポロの件は、動物愛護や都市計画、地域の安

全といった複数の視点から、市民の関心が非常に

高い問題であります。 

 このため、市が行う指導の内容や動物の移送の

進捗状況など、地域住民が懸念されている事柄へ

の対応状況については、積極的に情報公開に努め

ていただきますよう要望して、私の質問を終わり

ます。 

●米倉みな子委員  私からは、フッ化物洗口モ

デル事業について質問いたします。 

 札幌市では、2022年度に施行された札幌市歯科

口腔保健推進条例に基づき、2024年度の10月よ

り、市内四つの小学校において、フッ化物洗口の

モデル事業を実施しています。 

 ウェルネス推進部は、保護者向けの説明文書の

中で、誤って洗口液を１回分飲み込んでしまった

場合、健康に問題ないでしょうかという問いに対

し、フッ化物洗口液は１回分の全量を飲み込んで

も安全な量に調合されているので、健康に問題あ

りませんと書いています。これは誤飲を容認する

ものとなるのではないでしょうか。 

 オラブリス洗口液で使われているフッ化ナトリ

ウムは劇薬で、オラブリス洗口用顆粒の患者向け

医薬品ガイドには、「このガイドについて」と題

して、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬

品を正しい理解と重大な副作用の早期発見などに

役立てていただくために作成したものです。した

がって、この医薬品を使用するときに、特に知っ

ていただきたいことを医療関係者向けに作成され

ている添付文書を基に分かりやすく記載していま

す。医薬品の使用による重大な副作用と考えられ

る場合には、直ちに医師または薬剤師に相談して

くださいと書かれています。また、この説明文で
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は、この薬はうがい薬です。飲み薬ではないの

で、飲まないでくださいとあり、この薬の使用中

に気をつけなければならないこととして、飲み込

まないでくださいと再度記載されています。さら

に、飲み込むおそれのある小児には使用しないこ

となど、保護者に向けて詳しい説明が適用上の注

意として書かれています。子どもを健康被害から

守るため、やはり洗口液は飲み込まないように、

周知徹底すべきです。 

 そこで質問です。洗口液で使われているオラブ

リス洗口液用顆粒に関するこうした重要な情報

を、事前に子どもや保護者にしっかり知らせるべ

きと考えますが、どのように認識し、対応してい

るのか、伺います。 

●秋野歯科保健担当部長  フッ化物洗口モデル

事業についてのご質問にお答えをいたします。 

 まず、患者向け医薬品ガイドに記載をされてい

る、飲み込まないことの周知についてでございま

すが、まず、児童生徒に対する周知につきまして

は、１分間のブクブクうがい後は紙コップに吐き

出し、飲み込まないように指導を行っておりま

す。また、保護者向けのパンフレットやインター

ネットで閲覧できる保護者向けの説明動画におき

ましても、ブクブクうがい後は飲み込まずに、吐

き出す方法であることを説明し、周知を行ってい

るところでございます。 

 なお、保護者向けの説明文書の記載につきまし

ては、万一、誤って１人分である10ミリリットル

を飲み込んでしまった場合においても、腹痛等が

生じる可能性がある急性中毒量には至らない、十

分に安全性が担保されている方法であることを説

明するものでございまして、飲み込むことを推奨

したり、容認する認識は持っていないところでご

ざいます。 

●米倉みな子委員  児童に対して飲み込まない

ように指導しているということでありますが、そ

もそも児童と保護者には、自分たちが口に入れる

ものがどういうものなのか、正しい情報を知る権

利があるはずです。フッ化物洗口をするのか、し

ないのか、各自がしっかりと考えて、主体的な判

断ができるよう、特に子どもの視点で、情報提供

をすべきです。モデル校においては、フッ化物洗

口実施後に嘔吐など、具合が悪くなった事例が

あったことを、養護教員の方から実際に聞いてい

ます。 

 一方で、ウェルネス推進部の考え方としては、

厚労省通知により、フッ化物洗口の安全性は確保

されているとして、先ほども述べましたが、仮に

１回分を誤飲したとしても、健康に問題ないと保

護者に通知しています。外部人材の方が洗口の実

施後に、事故につながる可能性があったケースと

して記入する、フッ化物洗口実施に関する報告相

談シートにも、具体的な報告、相談内容の例とし

て、洗口液を複数人分誤飲したと書かれていて、

複数人分を誤飲しないと、具合が悪くなることは

ないと読み取れる書き方です。 

 そこで、保護者の方からの聞き取りを受けて

の、次の質問です。 

 洗口液を誤飲していなくても、具合が悪くなっ

た事例もあったことから、実態を把握するために

洗口後の体調がどうだったのか、子どもたちから

聞き取りを行う必要があると思いますが、いかが

か、伺います。 

●秋野歯科保健担当部長  具合が悪くなった事

例と実態把握のための児童への聞き取りについて

お答えをいたします。 

 まず、ブクブクうがい中に嘔吐してしまった事

例があったことにつきましては承知しております

が、洗口液も一緒に同時に吐き出しておりますこ

とから、嘔吐の原因として、フッ化物の過剰摂取

による急性中毒には該当しないものと考えている

ところでございます。急性中毒に該当する可能性

があるか否か、詳細な聞き取りや実態把握を行う

必要があるかなどにつきましては、歯科医師また

は医師による医学的な判断に基づき、対応を行っ

ていく必要があると考えているところでございま

す。 

 なお、モデル校におきましては、万が一の話で
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はありますが、洗口液の大量摂取など、急性中毒

が疑われる事案があった場合には、保健福祉局の

歯科医師や医師に連絡し、その指示に基づき、対

応する体制としているほか、各学校は保健福祉局

及び教育委員会に速やかに事案の詳細について報

告する体制を整えております。 

●米倉みな子委員  フッ化物洗口モデル事業と

して、子どもたちの健康被害を起こさないため

に、１回分の誤飲についても、体調の変化には十

分に注意を払うべきです。フッ化物洗口液は苦い

という声も聞いておりますし、子どもたちにとっ

ては苦痛を伴う嫌なものになっているのではない

でしょうか。フッ化物洗口を希望し、開始した後

でも、中断することは可能として、保護者に通知

していると聞いています。 

 しかし、実際にはもうやめたいとなかなか言い

出しにくい雰囲気があって言えないという声も届

いています。１人だけ皆と違うことをすることに

対して、ちゅうちょする気持ちからだと思われま

す。 

 最後の質問です。 

 子どもたち自身が、フッ化物洗口を中断した

い。今日はやりたくないと思ったときに、言い出

しやすい雰囲気づくりや、中断するのはおかしな

ことではないと、児童全員に伝えるなど、子ども

たちが安心して学校生活が送れるような工夫が必

要と考えますが、ウェルネス推進部としての見解

を伺います。 

●秋野歯科保健担当部長  児童がフッ化物洗口

をやりたくないと言える雰囲気づくりについてお

答えをいたします。 

 当日の体調不良などによりまして、子どもから

実施をしたくないと申出があった際には、学校の

判断で実施をしない場合がある旨、保護者向けの

ホームページにおいて掲載をしており、各モデル

校におきましても、配慮していただくようご説明

をしているところでございます。また、保護者ア

ンケートにおきまして、フッ化物洗口に参加をし

ていない理由としては、保護者はフッ化物洗口を

させたかったけれども、子どもが洗口液の味を嫌

がっていることが２番目に多かったことから、家

庭の話合いの中で、子どもの考えも一定程度配慮

されていると考えているところでございます。 

 いずれにしましても、小学校におけるフッ化物

洗口は、あくまでも希望制で実施をすることにつ

きまして、今後も引き続き周知してまいります。 

●米倉みな子委員  子どもたちの安心の学校生

活につなぐためにも、フッ化物洗口については、

開始した後でもいつでもやめることができること

を、教員始め関係者の皆さんに共有していただい

て、子どもや保護者に丁寧に説明することを改め

て求めておきます。 

 市民ネットは、子どもが自分の意見をしっかり

と述べることができて、自分の行動は自分自身で

決めることができる。そのような環境が、子ども

たちにとって、とても重要だと考えています。学

校も、子どもが自分の意思を表現しやすい場所で

なければなりません。例えば、子どもたちが学校

で利用している心の健康観察アプリ、シャボテン

ログに、フッ化物洗口をする、しない。また、実

施後の体調の変化や感想などについて書き込める

ページがあればいいと考えます。 

 フッ化物洗口モデル事業を行う場は学校ですの

で、教育委員会とも十分情報共有し、検討するこ

とを求めて、私の質問を終わります。 

●波田大専委員  私からは終活とＡＣＰの関わ

りについて質問をさせていただきます。 

 人生の最終段階において、自らが望む医療やケ

アについて前もって考え、家族や医療ケアチーム

と繰り返し話合い、共有する取組であるＡＣＰ、

アドバンス・ケア・プランニング、いわゆる人生

会議について、札幌市でも普及啓発に取り組んで

いるとも、先ほどやり取りもございました。

日々、人生の最終段階と向き合う医療従事者の方

によりますと、本人が意思表示できない状況の中

で、延命措置を行うかどうか、家族などにその判

断が委ねられることとなりますが、どうすればい

いか分からず、何もしてあげないのもかわいそう
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との思いで、延命措置を希望される方も多いそう

であります。しかし、細くなった血管に無理に点

滴を入れるのは家族としても、目を覆いたくなる

ような状況とのことで、点滴によって体がむく

み、最後は見た目が別人のようになってしまうこ

ともあるようであります。本人にも苦痛を伴い、

点滴や経管栄養などのチューブを、自ら引き抜こ

うとする手を、ミトンと言われる手袋で固定する

ような状況に接するたび、一体誰のための延命な

のかと、切実なお声もお聞きするところです。も

ちろん、延命措置の意義自体を否定するものでは

ありませんが、やはり人生の最期の迎え方は、自

分自身の選択と意思表示によって決めるべく、お

元気なうちに、早い段階からＡＣＰに取り組み始

めることが重要であり、市民への普及啓発が極め

て重要であると考えます。 

 近年では、人生の最期を迎えるに当たって、自

身の財産や身の回りの整理、葬儀、お墓の準備、

相続に関する計画などを行う終活に取り組む方も

多く、札幌でもウェルネス推進部施設管理課で終

活セミナーやワークショップなど、参加型のイベ

ント開催や、市役所及び各区役所で実施している

終活に関連する業務の情報提供を行っており、令

和６年度決算では、終活ネットワーク構築推進費

として約180万円が支出されております。 

 もちろん、ＡＣＰと終活は異なる概念ではあり

ますが、終活に関心を持つ市民の方に対して、Ａ

ＣＰについても併せて情報提供などを行うこと

で、認知度向上や具体的な行動変容にもつながる

ものと考えます。 

 そこで質問ですが、ＡＣＰの認知度向上を図る

ために、終活に関心を持つ市民の方に対して、Ａ

ＣＰについても、併せて情報提供などを行うべき

と考えますが、お考えをお伺いいたします。 

●吉井施設担当部長  終活に関心を持つ市民に

対するＡＣＰの情報提供についてお答えいたしま

す。 

 札幌市では、終活に取り組む市民、これを増や

していくことが重要であると考えておりますの

で、これまでワークショップなどを開催し、終活

支援を行っているところでございます。 

 ＡＣＰですが、これは終活で扱う幅広いテーマ

の一つでございますので、今後作成を予定してお

ります終活ガイドブックにおいて、ＡＣＰについ

て紹介することですとか、開催を予定しておりま

す終活サロンの場において、ＡＣＰの情報提供、

これを行うことなどを検討してまいりたいと考え

ております。 

●波田大専委員  ありがとうございます。 

 ぜひ、終活ガイドブックや終活サロンにおきま

しても、ＡＣＰについて、連携して普及啓発に取

り組んでいただきたいと思います。 

 終活の取組の一つとして、エンディングノート

が活用されており、自分自身が何かあったときに

備えて、財産状況や交友関係、葬儀、お墓につい

てなど、ご家族が様々な判断や手続を進める際

に、必要な情報を残すためのツールともなってお

ります。近年では、緩和ケアや延命措置を望む

か。病院、施設、自宅どこで最期を迎えたいかな

ど、医療や介護に関する希望についても、内容に

盛り込まれているものも多く、エンディングノー

トはＡＣＰの普及啓発においても、効果的なツー

ルとなり得るものと考えます。エンディングノー

トは市販のものや民間団体が発行しているものに

加えて、自治体が独自に作成して配布している例

も多く、多くの政令市でもオリジナルのエンディ

ングノートを作成して、配布しております。 

 一方で、札幌市の終活に関する情報を掲載した

ウエブページによりますと、よくある質問の中

に、札幌市ではエンディングノートを配布してい

ますかとの質問があり、配布しておりません。書

店などでお求めくださいとの回答が掲載されてお

ります。しかし、よくある質問ということは、市

民の皆さんからの要望の声も多いのではないかと

拝察するところです。エンディングノートによっ

て、終活やＡＣＰの普及啓発を推進することは、

市民の皆さんが願う最期の迎え方を叶える上で

も、重要であると考えます。 
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 そこで質問ですが、札幌市として独自のエン

ディングノートの作成や配布に取り組むお考えは

ないのか、お伺いをいたします。 

●吉井施設担当部長  札幌市独自のエンディン

グノートの作成配布についてお答えをいたしま

す。 

 終活を行うに当たりまして、エンディングノー

トを書くこと、これは身の回りの整理ですとか、

自分を見つめ直す非常によい機会となりますの

で、今後、作成を予定している終活ガイドブック

におきまして、エンディングノートに書き込む内

容について取り上げることを考えているところで

ございます。 

 なお、札幌市として、独自のエンディングノー

トを作成することは、現時点では考えておりませ

んが、法務局において、ひな形を作成していると

いうことは承知しておりますので、そのような公

的機関の情報を市のホームページなどで紹介して

まいりたいと、このように考えているところでご

ざいます。 

●波田大専委員  ありがとうございます。 

 書き方のポイントなどについて周知をされると

いうことで、極めて重要と思いますけれども、や

はり、札幌市が独自で提供する、ある種ひな形で

定められた項目に沿って、記入しながら、ノート

の空欄を埋めていくという形のほうが、初めての

方でも気軽に取り組みやすいものと思っておりま

す。例えば、福岡市では、市独自でマイエンディ

ングノートを作成して配布しておりますけれど

も、巻末に各種相談手続先一覧として、関係する

庁内部署の電話番号が一覧になっている点が、市

販のエンディングノートとは異なる特徴と感じま

した。また、毎年２万部以上を発行しても、全て

なくなってしまうほどのニーズがあるとのこと

で、予算もかなり投じられているものかとも思い

ましたが、お聞きしましたところ、福岡市のエン

ディングノートの中には、終活関連業者の広告が

多数掲載されており、これらの広告収入によって

印刷費用などを全て賄っていることに加えて、毎

年約200万円の広告収入が市の歳入ともなってい

るとのことでありました。 

 このような他都市での取組事例も参考としなが

ら、市民の皆さんが願う最期の迎え方をかなえる

終活とＡＣＰのさらなる普及啓発に取り組んでい

ただくことを要望して質問を終わります。 

●中川賢一委員長  以上で、第５項 健康衛生

費の質疑を終了いたします。 

 これにて、本日の質疑を終了いたします。 

 次回の委員会ですが、10月17日金曜日午前10時

から、農業委員会及び経済観光局関係の質疑を行

いますので、定刻までにご参集ください。 

 本日は、これをもちまして散会いたします。 

    ―――――――――――――― 

      散 会 午後３時19分 

 

 


